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中南米等バイオ燃料政策をめぐる動向 

２．バイオ燃料政策をめぐる主要国の動向 

 

１．アメリカのエタノール政策 

 

１） はじめに 

 アメリカでバイオフューエルズ（生物燃料）の人気が沸騰している。代表的なバイオフ

ューエルズはガソリンの代替になるエタノールと軽油の代替になるバイオディーゼルであ

る。いずれもガソリンや軽油に 5 パーセントから 20 パーセント程度混合して使う。もち

ろんバイオディーゼルには石油ディーゼルと混合せず、バイオディーゼル 100%（単体）

で使われるものもある。ちなみに 1ブッシェルのトウモロコシからは 2.7ガロンのエタノ

ールが抽出され、同じく 1ブッシェルの大豆からは 1.5ガロンのバイオディーゼルが生産

される。  

 

その人気の秘密は「更新可能性」と、「二酸化炭素（CO2）の排出量ゼロ」にある。更新

可能性とは原料のトウモロコシやサトウキビ、それに菜種やパーム油を農場や農園で何回

も繰り返し生産できることである。二酸化炭素の排出量ゼロとは、温暖化ガス削減を目指

す京都議定書で、植物が生育する過程で二酸化炭素を吸収しているため、燃焼させても排

出量をゼロとみなされることである。 

 

 エタノール精製工場の建設が続くアメリカではトウモロコシからエタノールを製造する

が、業界団体の米国更新可能燃料協会（Renewable Fuels Association）の発表（08年 1

月）によれば、エタノール工場は現在建設中の 61ヵ所を加えると全米 19州で 200ヵ所に

なり、一連の新増設が一段落する 09年初めには年間生産能力は 05年末時点の 43億ガロ

ンから 78億 8840万ガロンに増強される見通しである1。 

 

 本稿はアメリカのエタノール政策に焦点を合わせ、先ず、エタノール・ブームの現状を

通観する。次いで、エタノール政策の本質を明らかにし、それがトウモロコシ市場の構造

や流通にどのような変化を与えているかを考察する。さらに、国際穀物市場においてアメ

リカがどのような地位を占めているか、またその地位を守るために何をすべきかを検討す

る。最後に、エタノール政策が将来どのような方向へ展開してゆくか見通しを立ててみた

い。 

 

                                                  
1 Renewable Fuels Association, “Ethanol Industry Outlook 2008”. 



246 

２） エタノール・ブーム 

アメリカのエタノール生産の先頭を走るのは、エタノール製造最大手の ADM（アーチ

ャー・ダニエルズ・ミッドランド）である。ADM の中核事業はかつて大豆・菜種搾油を

中心とする穀物加工であったが、エタノールやバイオディーゼル精製事業を積極的に拡大

し、現在は飼料用リジンやバイオフューエル事業を加えた多角的（総合的）穀物加工会社

へ変身中である。06年 5月にはアメリカ大手石油会社シェブロンからパトリシア・ウォル

ツ上級副社長を CEO（最高経営責任者）として迎え入れ、バイオエネルギー企業への変身

という経営戦略の一大転換へ布石を打った。 

 

エタノール生産量 2位のベラサン・エナジー、3位のアベンティン・リニューアブル・

エナジーも負けてはいない。両社は 2006年 4月、相次いでアメリカ証券取引委員会（SEC）

に株式の新規公開を申請した。株式の公開によってベラサンは 1 億 5000 万ドル、アベン

ティンは 5000万ドルの資金を調達し精製工場の建設資金に充てる。 

 

エタノール産業の高い成長力を見込んで新規企業が続々と市場に参入している。例えば

マイクロソフトのビル・ゲイツ会長が出資に前向きなほか、サンマイクロシステムズの創

業者ビノット・コースラは自らパートナー（共同経営者）を務めるベンチャー・キャピタ

ルから、エタノール新興企業に数百万ドルの投資を開始した2。イギリスの航空会社バージ

ン・グループのリチャード・ブランソン会長も投資に乗り出すことを表明している。 

 

３） エタノールと MTBEの主導権争い 

エタノール・ブームの引き金を引いたのは、1990 年に成立した改正清浄大気法（The 

Clean Air Act Amendments）である。法律改正の目的は、70年代から深刻化したスモッ

グの発生を抑制し、自動車排気ガス中に含まれる二酸化炭素（CO2）を削減することにあ

った。その対策としてガソリンに含酸素オクタン価向上剤を混和する必要があった。オク

タン価向上剤には MTBE（メチル・ターシャリー・ブチル・エーテル）とエタノールの

2種類があった。 

 

MTBEとエタノールの競争は、当初、天然ガスから作られるMTBEの有利に展開した。

MTBE が石油業界にとって身近で使いやすい製品であっただけでなく、価格が安かった

からである。いっぽうエタノールは中西部各州で細々と生産されているだけのニッチ（隙

間）商品に過ぎなかった。しかし数年後に状況が変わった。 

 

給油所の地下埋設タンクやパイプから漏れ出したMTBEが広範囲で地下水を汚染して

いることが明らかになったからである。それだけではない。MTBE には発がん性のある

                                                  
2 Bloomberg Japan, “Markets”, August, 2006, p.17. 
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ことが疑われるようになった。このため全米のガソリン消費量の 3 分の 1 を占めるカリ

フォルニア州は、2001 年 MTBE の使用禁止に踏み切った。その後ガソリンの大消費地

であるニューヨーク州やニュージャージー州も使用を禁止した（いまではアイオワ州、イ

リノイ州カンザス州、ミネソタ州、ミシガン州など 25 州で MTBE の使用が禁止されて

いる）。この結果、エタノールがMTBEの代替に使われるようになった。 

 

MTBEとエタノールの市場獲得競争は、一面では、MTBE支持派の石油業界とエタノ

ール普及積極派の農業団体との主導権争いでもあった。大気汚染抑制と地下水汚染防止を

めぐる石油業界と農業団体の議論は沸騰し、容易に結論が得られなかった。論争は議会へ

持ち込まれ 4年以上にわたって審議された。 

 

こうしたなか、環境負荷の小さいエタノールの長所が認められるようになり、折から

の石油価格の上昇も手伝って、2005年 8月に制定されたエネルギー政策法でエタノール

が米国のエネルギー供給の一部を担うことが明記された。このようにMTBEとエタノー

ルの主導権争いはエタノールに軍配が上がり、その結果、中西部の地場商品に過ぎなかっ

たエタノールが、全国的な商品として市民権を得るに至った。 

 

４） エタノール政策の目的 

アメリカのエタノール政策の第１の目的は、何よりトウモロコシの新規需要を作り出し

て需給を改善し、価格低迷に苦しむ農家を救済することである。第二の目的は、トウモロ

コシ価格を引き上げ、価格支持関連の財政支出を削減することである。第三の目的は、価

格競争力のないエタノールに財政上の優遇措置を講じることによって石油ガソリンに対す

る競争力を持たせるだけでなく、輸入エタノールに高関税を課してアメリカのエタノール

産業を海外との価格競争から保護することである。第四の目的は、中東産原油に対する輸

入依存度を下げることである。最後の、第五の目的は、環境対策の推進である。 

 

 輸入関税は 1ガロン当たり 0.54ドルに設定されているが、この高い輸入関税はブラジル

産の砂糖キビ（シュガーケーン＝sugar cane）由来のエタノールを狙い撃ちにするもので

ある（エタノールの輸入関税は当初 08年 12月 31日で廃止されることになっていたが、

2008年 6月、10年 12月 31日まで 2年間延長されることが決まった）。 

 

このように、アメリカのエタノール政策の本質は、主としてトウモロコシの需要拡大と

エタノール産業の保護という、政治的利益の追求にあると考えられる。 

 

５） エタノール政策のもたらしたもの 

アメリカのエタノール政策は、財政上の優遇措置を通じてエタノールに価格競争力を持
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たせトウモロコシ消費の拡大を図るという目的を持つ。しかし、この政策がもたらしたも

のは、消費者には迷惑な価格高騰であった。 

 

なぜなのか。その理由はこの政策によって大量のトウモロコシが市場から隔離されたか

らである。周知のように、エネルギー法ではエタノールの使用義務量が設定されている。

義務量を達成するのに使用されるトウモロコシは、すべてアメリカ産で賄われる。これは

エタノール生産に必要なトウモロコシは必ず消費されるという意味である。トウモロコシ

が豊作になって需給が緩和しようと、不作になって在庫が払底しようと、供給側の事情は

考慮されない。エタノール需要についてはプライス・メカニズムが働かない構造になって

いるのだ。 

 

米農務省の予測によれば、08/09年度には、エタノール生産に必要なトウモロコシは 36

億ブッシェルと見られる。これに対して、生産高は 121億 0100万ブッシェルである。と

いうことは、これからエタノール向け需要を差し引いた 85億 0100万ブッシェルで、飼料

需要、食品・種子・工業用需要、それに輸出をすべて賄わねばならない。いま飼料需要 53

億ブッシェル、食品・種子・工業用需要（エタノール向けを除く）13億ブッシェル、輸出

17億 5000万ブッシェルを足し合わせると、83億 5000万ブッシェルになる。すなわち供

給が 1億 5100万ブッシェル需要を上回る3。 

 

しかし、生育期に乾燥高温や低温の影響を受けて単収が低下し、生産高が 115億ブッシ

ェルを割り込んだらどうなるのか。その場合は、飼料需要と食品・種子・工業用需要、そ

れに輸出が、モロコシの供給を奪い合うことになる。供給が不足すれば、価格が急騰して

需要を抑制するよりほかない。このように、エタノール政策は天候不順でトウモロコシが

不作になったとき、無用な高値が生み出される仕組みになっている。 

 

この点について、エドワード・シェーファー農務長官は 08年 5月 20日記者会見し、そ

の席上で「バイオエタノールにトウモロコシが使われている影響は小さい」と述べ、バイ

オ燃料「悪玉論」に反論した。同じ記者会見で、農務省主席エコノミスト、ジョゼフ・グ

ローバーは「トウモロコシの価格が 50％上昇しても、食糧の小売価格の上昇は 1％に満た

ない4」との試算を紹介した。しかし、両人の説明は、いささか見当違いではないか。 

アメリカ政府は 96 年の農業法で、33 年から続けられてきた政府減反計画を廃止し、作

付けを全面自由化した。その時、政府は「需給の調整は市場（価格）に任せる」との判断

と決意を示した。だが現在のエタノール政策は、この決定を反故にするものである。なぜ

なら、エタノール向け需要に関してはプライス・メカニズムが働かないから、価格を通じ

                                                  
3 United States Department of Agriculture（以下、USDA と略記）, World Agricultural Supply and 

Demand Estimates（以下、WASDE と略記）, January 12, 2009. 
4 『日本経済新聞』2008 年 5 月 20 日. 
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た需給調整はできない。その上、エタノール政策の導入によって一定量のトウモロコシが

市場から隔離された結果、急激な価格の上昇が起こっている事実に言及していないからで

ある。米国政府は不都合な現実に意図的に目をつむっているといわざるを得ない。 

 

６） トウモロコシの価格決定権を握るエタノール 

 米国農務省の発表によれば、エタノール向けトウモロコシの需要は 2002/03 年度 9 億

9600万ブッシェル、03/04年度 11億 6800万ブッシェル、04/05年度 13億 2300万ブッ

シェル、05/06年度 16億 0300万ブッシェル、06/07年度 21億 1900万ブッシェル、07/08

年度 30億 2600万ブッシェル、08/09年度 36億ブッシェルへと急増している。 

 

このようなエタノール向け需要の急増によってトウモロコシの市場構造は大きく変化し

た。すなわち 06/07年度までは（1）飼料 55億 9100万ブッシェル（1億 4202万トン）、

（2）輸出 21億 2500万ブッシェル（5398万トン）、（3）エタノール 21億 1900万ブッシ

ェル（5383万トン）、の順で輸出がエタノール向け需要を上回っていた。 

 

ところが 2007/08 年度からは（1）飼料 59億 3800 万ブッシェル（1億 5083 万トン）、

（2）エタノール 30億 2600万ブッシェル（7686万トン）、（3）輸出 24億 3600万ブッシ

ェル（6188万トン）、とエタノール向け需要が輸出を上回ったのである5。その含意は、ア

メリカのトウモロコシ市場は内需中心の成長が可能になったということである。裏返して

言えば、輸出市場の重要性が薄れつつあるということに他ならない。 

 

 その結果、何が起こるのか。トウモロコシの価格決定権が輸出からエタノールへ移るの

である。そのプロセスを説明すると、以下のようになる。いま中西部のコーン・ベルト（ト

ウモロコシ地帯）の中心地アイオワ州フォートダッチに業績順調で生産拡大を目指すエタ

ノール会社があるとしよう。この会社は高値を払って必要な原料トウモロコシを手当てす

る。この価格は次の取引の指標になるから、国内の畜産業者や輸出業者はエタノール会社

が支払ったのと同じ値段か、それを以上の値段を払わなければ、トウモロコシを購入でき

ない。そうなると畜産業者や輸出業者も、結局、エタノール会社と同じ価格を支払う。こ

のようにエタノール会社の提示する価格がトウモロコシ価格を決めるのである。 

 

農家はトウモロコシを販売する時、（1）エタノール工場、（2）トウモロコシ加工業者、

（3）畜産業者、（4）輸出業者、という 4つの選択肢がある。かれらはこの中から、最も高

い価格と有利な条件を提示してくれるところを選んでトウモロコシを売ればよい。なぜな

らエタノール工場、加工業者、畜産業者、輸出業者が互いに競争して値段を吊り上げ、ト

ウモロコシを高値で買い取ってくれるからである。 

                                                  
5 USDA, WASDE, January 12, 2009. 
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アメリカ中西部の穀倉地帯では、多数のエタノール工場が新設されて局地的市場圏が生

まれ、いわば自己完結型の地方経済が発展している。農家はトウモロコシを栽培し、それ

をエタノール工場へ販売する。工場はエタノールを精製し、エタノール混和業者（石油会

社の子会社であることが多い）に販売すると同時に、副産物のエタノール抽出粕（DDGS = 

Distillers Dried Grains with Soluble）を周辺の酪農家や肉牛肥育農家へ売却する。すな

わち中西部ではトウモロコシの生産とエタノール製造、エタノール混合ガソリンの流通と

販売、それに併産品の飼料であるエタノール抽出粕に対する飼料需要の増大が、相互に密

接に結びついている。 

 

７） 国際穀物市場におけるアメリカの地位 

2006 年 9 月半ばから始まった穀物価格の全般的な高騰（その理由は、不順な天候によ

る小麦の世界的な不作、天候ドル安による輸出ドライブ、エタノール政策の導入にともな

うトウモロコシ需要の爆発的増大、投機資金の流入に求められる）によって、世界穀物市

場におけるアメリカの地位がいっそう鮮明になった。その地位は何かといえば、アメリカ

が不動のレジデュアル・サプライヤー（residual supplier）であることである6。レジデュ

アル・サプライヤーとは「穀物の最終的な供給者（供給の最後の拠り所）」のことをいう。

従来、日本の研究者はこの重要な事実に対し注意を払ってこなかった。 

 

レジデュアル・サプライヤーの役割について小麦を例に挙げて説明すると、以下のよう

になる。毎年クリスマス明けになると南米の主要輸出国であるアルゼンチンで新穀の収穫

が始まる。そこで輸入国はアルゼンチン産の小麦を安値で手当てする。アルゼンチンの輸

出余力が底を尽けば、次に、6 月から出回ってくる安値の、とくにウクライナ産、あるい

は欧州連合産の小麦を買う。もちろん主要輸出国のカナダやオーストラリアからも一定量

の小麦を安値で輸入する。これらの国々の輸出余力がなくなれば、最後に輸入国は残りの

必要量をすべて、アメリカから購入する。 

 

2007/08 年度は欧州連合、カナダ，オーストラリアが不作に終わり、供給余力が急減し

たから、輸入国の頼みの綱はアメリカだけであった。世界中の小麦需要がアメリカへ殺到

した。アメリカは最後の砦となって、世界中へ小麦を供給した。小麦価格が史上空前の値

上がりを演じたのは、むしろ当然であった。 

 

ブッシュ大統領は「食糧の自給は国家安全保障上の利益である。わが国（アメリカ）で

は（食糧の自給は）ごく当然のことのように思われている。しかしそれは贅沢な話なのだ」

と発言し、また「国民を養うことのできない国（旧ソ連を念頭に置いている）を想像でき

                                                  
6 茅野信行（2006）『アメリカの穀物輸出と穀物メジャーの発展（改訂版）』, 中央大学出版会, 43ページ. 
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るだろうか7」とも言っている。ブッシュ大統領のアメリカ農業の競争力に対する並々なら

ぬ自信を示す言葉だろう。 

 

８） アメリカの国益と政治的利益の衝突 

穀物超大国アメリカの国益とは、世界穀物市場のレジデュアル・サプライヤーの地位を

堅持し続けることであると思われる。なぜなら、国際穀物市場におけるアメリカの競争優

位性は、(1)他の生産国に比べて単位面積当たりの収穫量が多く、年々の生産高のブレが小

さいため、潤沢な輸出余力を持つ、(2)市場が開放的で誰でも、何時でも、正当な市場価格

を支払いさえすれば、必要な穀物を買い付けることができる、(3)内陸輸送力が高く穀物積

出能力（五大湖、東海岸、メキシコ湾岸、西海岸のどこからでも輸出可能）に余裕がある、

(4)北半球の大消費地、消費国に近いという地理上の利点がある、ことだからである8。 

 

穀物メジャー（巨大穀物商社）は 07 年に史上空前の利益を上げたが、それはアメリカ

が穀物供給の最後の砦となって、世界中へ大量の穀物を輸出できたからである。米農務省

の発表によると、07/08 年度のアメリカの穀物輸出は小麦が 12 億 6400 万ブッシェル

（3430万トン）、トウモロコシ 24億 3600万ブッシェル（6188万トン）、大豆 11億 6100

万ブッシェル（3160万トン）と 3主要穀物合計で 48億 6100万ブッシェル（1億 2778

万トン）に上った。前年度の 1億 0906万トンを 1872万トン、17.2％も上回ったのだ9。 

しかし、ここで議論しなければならないことは、輸出急増ではない。そうではなく、エ

タノール向けトウモロコシの需要が急増したため、米国政府の予期しなかった事態が生ま

れたことである。政府が予想していなかった事態とは何か。それはアメリカの国益と政治

的利益の衝突である。この点を真正面から取り上げて論じている専門家は、残念なことに、

まだ現れていない。 

  

アメリカでトウモロコシが不作に終わった場合、エタノールの使用義務量が変更されな

ければ、輸出は減少する。これは政府が輸出規制を実施するのと同じ結果になる。なぜな

ら、需給の調整は本来価格メカニズムにもとづいて行われるべきであり、見える人の手（す

なわち政府の手）によって行われるべきではないからである。 

 

そうだとすれば市場が期待するのはおそらく、エタノール政策の矛盾点が噴出しないこ

とである。すなわちアメリカのトウモロコシ供給が増加し、エタノール向け需要と輸出需

要の両方が、ともに十分に満たされることが望ましい。供給が増加したからといって、エ

タノール政策の矛盾点が解消されるわけではない。しかし、少なくとも問題は目立たなく

なる。エネルギー政策法が矛盾をはらんでいることは事実だが、しかし法律はすでに実施

                                                  
7 鈴木宣弘「食料自給率は向上できるか」『週刊農林』第 2026号, 農林出版社, 2008年 8月 5日. 
8 茅野信行『前掲書』, 275ページ. 
9 USDA, WASDE, January 12, 2009. 
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されている。ならばトウモロコシの増産を達成することこそが、食糧と輸出と燃料の相克、

すなわち国益と政治的利益の衝突を回避する現実的な解決策になるはずである。 

 

９） 穀物増産の決め手 

アメリカがレジデュアル・サプライヤーの地位を維持するためには、穀物を増産し輸出

需要をまかなう必要があるが、アメリカは穀物を増産することができるだろうか。「できる」

はずである。どのようにしてか。3つの方法がある。第一に、作付面積を増やす。第二に、

密植を励行してエーカー当たりの株数を増やす、第三に、収量の多い新しいタイプの GMO

（遺伝子組み換え種子）を作付けすることである。 

 

第１の作付面積の拡大は、供給増大の切り札である。これは大豆からトウモロコシへ、

小麦から大豆へ、あるいは綿花からトウモロコシへ作付けを転換することによって可能に

なる。アメリカの農地拡大が限界に近づいていることは事実だが、収入の多い作物の作付

面積を拡大する余地はなお大きいと考えられる。 

 

米農務省の主席アナリスト、キース・コリンズは 2007年 3月 1日にワシントンで開か

れた農業観測会議の席上、「トウモロコシ増産への変化を加速させているのは、目覚しい価

格の上昇である。市場は伝統的な飼料と食糧向けの消費から、バイオ燃料生産の価値へ評

価を変えつつある」と述べた。とくにアメリカ市場ではこの傾向が強い。農家の行動原理

が「収入極大化」にあり、収入の多い作物を優先的に作付けするからである。コリンズは

「トウモロコシの作付面積は、07 年春には、他の農作物の面積を取り込むことになるだろ

う。とくに中西部の大豆と、南部の綿花と大豆、北部平原の春小麦からの転作が増えるこ

とになる」と説明している10。 

 

第２に、エーカー当たりの株数を増やすためには、種子と種子との間隔を詰めて種を播

くことである。これは播種機を牽引するトラクターに備え付けられたコンピューターを操

作すれば簡単にできる。ちなみに 80 年代半ばには 1 エーカー当たり 1 万 8000 株から 2

万 2000 株を作付けするのが一般的であった。しかし、最近は 3 万 2000 株から、多いと

ころでは 3万 6000株を作付けすることも珍しくなくない。 

第３は、新開発の多収量の GMO種子を播くことである。新しいタイプの種子は試験農

場（test plot）では、生育条件に恵まれさえすれば、すでにエーカー当たり 300ブッシェ

ルの収量が達成されているという。これまでの経験によれば、この単収に豊作年なら 0.72

を掛け、平年作なら 0.67を掛けると全米平均にほぼ等しくなる。すなわち豊作になれば平

均単収 216ブッシェルが実現する。これは史上最高を記録した 2004年の 160.4ブッシェ

ルを 34.5％上回る。GMO種子の改良はこれから先も営々として進められ、単収はさらに

                                                  
10 Milling & Baking News, March 13, 2007. 
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向上するはずである。 

 

10） 穀物高騰の陰の悲劇 

米エタノール大手（全米第 2位）のベラサン・エナジーは 2008年 10月 31日、連邦破産

法第 11条（日本の民事再生法にあたる）を申請し倒産した。ベラサンは 8州で 16工場を

操業し、年間 16億 4000万ガロンのエタノールを製造している。これは全米の製造量の約

15%に相当する（ただし破産法 11条申請後は 3工場が操業）。 

 

ベラサンは破綻に至った理由として、（1）トウモロコシ相場の下落、（2）マージンの低

下、（3）資金繰りの悪化、（4）ヘッジングを外す（解除する）タイミングの誤り、をあげ

ている。しかし、（1）の相場の急落という理由は説得力に欠ける。なぜならエタノールの

生産コストの大部分は原料トウモロコシが占めており、原料価格の値下がりは採算改善に

直結するからである。 

 

ベラサン破綻の真相は、08年初めに結んだ先物契約が、穀物市場の思わぬ暴落に直面し、

会社に高値のトウモロコシを残す結果になったことにある。この説明なら納得できる。ベ

ラサンのトレーダーたちは 7月に、トウモロコシの価格変動リスクを管理する伝統的な手

段、すなわち手持ちしている現物に対して先物を売ること（保険つなぎ＝ヘッジング）を

止め、現物市場でトウモロコシを天井に近い価格（トウモロコシの先物価格は 08 年 6 月

27 日、終値ベースで史上最高のブッシェル当たり 7.5475 ドルを付けた）で確定させてし

まったという11。この説明なら納得できる。10 月に使う予定の原料に対するヘッジングを

7月に解除したのだから、7.00ドルから 6.70ドルで現物トウモロコシをロング（買い持ち）

したのと同じ結果になったのである。無謀というよりほかない。 

 

シカゴ商品取引所のエタノール定期（先物）は 2008年に入って 26%も下落し、10月 22

日には 1ガロン当たり 1.66ドルと 13ヵ月ぶりの安値を付けた。ブルームバーグのデータ

によれば、1ガロン当たりの平均マージンは今年 68%下落して 0.41ドルになったが、これ

は 2006年の 1.24ドルの 3分の 1の水準である。 

 

ベラサンのトレーダーたちがトウモロコシの価格を、史上最高に近い、今となっては非

現実的な水準で仕切らなければ、9 月以降の相場急落によって 2 倍のトウモロコシを購入

できたはずである。これは「製品のエタノールが売れると同時に、先物を買い戻してヘッ

ジを解除する」というヘッジングの基本原則を無視した人災である。 

 

なぜこんなことが起こったのか。その理由は、第一に、経営に必要な人材の育成と供給

                                                  
11 Bloomberg, November 4, 2008. 
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が間に合わなかった、第２に、エタノールが一時的に供給過剰になりマージンが低下して

いた、ことにある。エタノール産業急成長の「負の遺産」であった。 

 

穀物業界には「一人前のトレーダーの養成には 10年かかる」という格言がある。穀物の

専門家を養成するには時間が必要だが、エタノール産業の爆発的な成長がベラサンにその

猶予を与えてくれなかったのである。ベラサンの破綻は、エタノール企業の経営にとって、

地道なリスク・マネジメントがいかに重要であるかを教えてくれる。 

 

11) むすび 

2008年 11月 4日、民主党のバラク・オバマ上院議員が 44代大統領に選出された。2009

年 1月 20日、オバマ上院議員は正式に大統領に就任したが、かれは大統領としてエタノー

ル政策をどのように取り扱うのだろうか。結論を先取りして言えば、「政策の大枠は堅持さ

れる」と思われる。すなわち、トウモロコシ由来のエタノールについてはブッシュ大統領

の基本政策を踏襲する、先進バイオ燃料については穀物以外の原料の使用を拡大し増産す

ると考えられるのだ。 

 

2008年 8月 7日、米環境保護局（EPA）は、テキサス州がエネルギー法で定められたエ

タノールなどのバイオ燃料の使用義務量の削減を求めていた問題で、同州の要請を却下し

たと発表した12。テキサス州が求めていたのは「更新可能燃料基準（RFS）」の緩和であっ

た。現行の基準ではガソリンに混合するトウモロコシ由来のエタノールの使用義務量を 08

年に 90億ガロン、09年に 105億ガロンとし、その後も 15年の 150億ガロンまで年々引き

上げることになっている。同州はこの基準が穀物価格高騰の原因と指摘していた。トウモ

ロコシなどのバイオ燃料向けの穀物価格の高騰で、使用義務量削減への支持が広がってい

たが、連邦政府としてバイオ燃料の利用を堅持する姿勢を明確にした。ちなみに 360億ガ

ロンというバイオ燃料生産量は、アメリカの 05年 1年間のガソリン消費量 1400億ガロン

の 25%強に当たる。 

 

アメリカのエタノール政策は、長い間トウモロコシ価格の低迷に悩まされてきた農家に

収入増加という恩恵を与えた。エタノール産業を急成長させた。価格支持に必要な財政支

出も削減できた。これらは肯定的な影響である。他方では、卵や牛乳や肉類の値段を押し

上げ一般消費者に不利益をもたらした。畜産業者の経営を圧迫し家畜の飼育頭数を減少さ

せた。これらは否定的な変化である。しかし、全体としてみれば、まずまずの成果が上が

ったと評価してよいのではないか。差し当たり、現在の政策を変更する理由はない。 

 

オバマ大統領もエタノール政策の基本線を堅持するはずである。なぜなら、かれが農務

                                                  
12 『日本経済新聞』2008年 8月 9日. 
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長官に指名したトム・ビルサックは、アメリカ最大のトウモロコシ生産州アイオワの出身

であり、エタノール支持派だからである。エネルギー長官のスティーブン・チュウも先進

エタノールの普及に積極的である13。 

 

とはいえ、ビルサックはコーン由来のエタノールに対する補助金を減額し、砂糖キビ由

来のブラジル産エタノールの対する輸入関税の引き下げを考えている14。 

 

新政権が考えているのは、先進エタノールの研究開発の推進であり、商業化である。オ

バマ新政権下でのもっともありそうなシナリオは、（1）2015年にトウモロコシ由来のエタ

ノールを 150億ガロン、2022年に先進バイオ燃料 210億ガロンを生産し、計 360億ガロン

のバイオ燃料を供給する、（2）バイオ燃料の増産を後押しするため、10 年間で 1500 億ド

ルという補助金を活用して、先進バイオ燃料の実用化を急ぐことだろう。 

 

エネルギー政策の目標である 150 億ガロンのエタノールを生産するには、1 ブッシェル

から 2.75ガロンのエタノールが抽出されるとして、およそ 54億 5000万ブッシェルのトウ

モロコシが必要になる。これにエタノール以外の食品・種子・工業用を 14億 5000万ブッ

シェル、飼料 63億ブッシェル、輸出 22億ブッシェルと、15年のトウモロコシの総需要は

154 億ブッシェルになる。ただブッシェル当たりのエタノールの抽出歩留まりが年々向上

しているから 154億ブッシェルの需要は 150億ブッシェルですむかもしれない。 

 

遺伝子組み換え種子（GMO）の改良や乾燥耐性を持つ種子の開発によって、全米の平均単

収がエーカー当たり 170ブッシェルへ向上（これは実現される可能性が高い）し、トウモ

ロコシの産地が西へ拡大すれば、収穫面積の 9060万エーカー、作付面積の 9850万エーカ

ーは達成できるだろう。07/08 年度には 9360 万エーカーが作付けされた実績があるから、

これに 500万エーカーを上乗せすれば、トウモロコシの全需要をなんとか賄うことができ

るだろう。 

  

米国のエタノール政策の矛盾点である国益と政治的利益の深刻な対立を回避するには、

右肩上がりの増産を実現する以外に方法はない。すなわち、エタノール政策の暗黙の、し

かし明白な前提条件はトウモロコシの増産に尽きるのである。 

 

                                                  
13 Reuters, December 17, 2008. 
14 Reuters, December 18, 2008. 
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２．ブラジルのエタノール政策 

 

１） はじめに  

エタノール混合ガソリンの利用ではブラジルがアメリカに先行している。トウモロコ 

シからエタノールを精製するアメリカとは違い、ブラジルは砂糖キビからエタノールを生

産している。エタノール車はエタノールとガソリンをどんな比率で混ぜても走行できる。

ブラジルでは原油価格の高騰もあってガソリンよりエタノールのほうが安くなり、エタノ

ール混合ガソリンの市場が確立された。大量に生産されるサトウキビからエタノールを精

製し、自動車用燃料として使用しているからだ。 

 

フォルクスワーゲンを始めとする自動車メーカーは 2003 年 3 月からフレクシブル燃料

車（Flexible Fuel Vehicles=FFV, 以下、フレックス車と略記）をブラジル市場へ投入した。

フレックス車は大人気となり、2003 年に 8 万 4558 台、04 年に 37 万 9329 台、05 年に

89万 7308台が販売された。05年のフレックス車の新車登録台数は、初めてガソリン車を

上回った。同年の新車総販売台数は 163万台だったから、フレックス車が 70%を占めたこ

とになる。06年には 142万 51777台の、07年には 203万 2361台のフレックス車が販売

された15。フレックス車の販売台数は 03年からの 5年間に 24倍も増えた。08年 8月に販

売された乗用車・小型商用車の 87%はフレックス車であった。 

 

 ブラジルは 1973年 10月に勃発した第一次石油ショック以来、エタノールを乗用車の燃

料として使用するようになった。その理由は、大量に栽培される砂糖キビを有効利用する

ためであり、エネルギー自給率を向上させるためであった。 

 

ブラジル政府は産糖量とエタノール生産量を調整し、粗糖価格とエタノール製造マージ

ンを適正な水準に保つように努めている。政府は砂糖キビ生産農家の収入とエタノール生

産者の採算を確保するため、むずかしい舵取りを迫られる。 

 

 上述のように、ブラジルではエタノールの供給原料には砂糖キビが使われ、アメリカで

はトウモロコシが利用される。本稿では、砂糖キビを原料とするブラジルのエタノール政

策の実態を明らかにし、食糧のトウモロコシを原料とするアメリカのエタノール政策と対

比させて、その相違点を浮き彫りにしたい。 

 

 

                                                  
15 USDA, “Brazil Bio-Fuels Annual – Ethanol 2008”, FAS (Foreign Agricultural Service) Grain Report, July 22, 

2008, p.9. 
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２） 砂糖キビから製造されるエタノール 

ブラジル 3 万 2000 箇所の給油所ではエタノールとガソリンを給油できる。そのためフ

レックス車のドライバーはガソリンスタンドで給油するたびに、「簡単だが重要な」意思決

定を迫られる。すなわち「エタノール 20%混合ガソリン」、あるいは「100%エタノール単

一品」の、どちらの燃料を入れるかを決めなければならない16。ドライバーはエタノール

が安くなればエタノールを入れ、混合ガソリンが安くなれば混合ガソリンを入れる。エタ

ノールを選ぶ基準は、ガソリン価格の 70%かそれ以下のコストであることだという。石油

ガソリンとエタノールの燃費とパワーの差が反映されているのだ。 

  

 2006 年 4月からエタノールが値下がりし始め、混合ガソリンの 3分の 2相当まで下落

したため、再びエタノールの消費が増大している。現在のエタノール価格は 1リットル＝

1.67レアル（1ガロン＝3.785リットル＝3.08ドル）である。エタノールに課される税率

は価格の約 25%だが、ガソリンの税率は約 60%である。エタノールの税率はガソリンの半

分以下に設定されている。 

 

 ブラジルの国家石油監督庁（ANP）の発表によれば、2005 年にブラジル全土で消費さ

れた小型自動車用燃料に占めるエタノールの割合は約 37%（105 億リットル＝28 億ガロ

ン）、で 2 年前の 33%から 4%増えた。ドイツの情報調査会社 F.O.リヒト社によれば、ブ

ラジルは国民一人当たりのエタノール生産量と消費量が世界最大であるほか、エタノール

の総生産量と総需要量はアメリカに次いで世界第 2位であった。 

 

 サトウキビを原料とする世界最大の砂糖・エタノール製造会社コザン（本社サンパウロ

州ピラシカバ）は、ブラジル唯一の上場バイオ燃料製造会社である。コザン社は 2005 年

11月に株式を新規公開したが、その株価は半年余りたった 06年 6月に 130レアルと、2

倍以上値上がりしている17。 

 

３） ブラジルの砂糖キビと粗糖の生産 

砂糖キビはブラジルで生産されるエタノールの、唯一の原料である。2008/09 販売年度

（08年 5月/09年 4月）の砂糖キビ生産高は 5億 5000万トンで、前年度の 4億 9110万ト

ンを 12%上回る見通しである18。中南部を中心に砂糖キビの生産拡大が続いていることが

背景にある。 

 

砂糖キビは北緯 37度から南緯 35度の間に位置する高温の熱帯、亜熱帯地方で栽培され

る。とくに成長期に多雨になり、成熟期に乾燥する、水捌けのよい緩傾斜地が栽培適地と

                                                  
16 Bloomberg Japan, “Markets”, August, 2006, p.20. 
17 ditto., p.20. 
18 USDA, op. cit., p.5. 
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なる。サトウキビの栽培法には、旧株から新芽を育てる「株出し法」と、新しい茎を植え

付ける「茎植え法」がある。栽培面積は年々拡大しているが、とくにブラジルとインド両

国の生産量の多いのが目立つ。 

 

ブラジルでは砂糖キビ収穫面積が 780 万 haに達している。うち 340万 haがエタノー

ル製造に使用される。その収穫面積が拡大するにつれ、非能率な砂糖キビ刈り取り作業が

ボトルネック（隘路）として浮上してきた。刈り取り作業は機械化が遅れており、サトウ

キビの 80%近くはいまだに人手を使って刈り取られている。刈り取り作業に先立って農家

は砂糖キビの葉に火を着けて焼き払う。栽培面積が拡大したため、刈り取り前の「葉焼き」

が環境に対して悪影響をもたすことが懸念されるようになった。 

 

砂糖キビは刈り取ってから 24 時間以内に工場へ運ばれ、そこで砂糖とエタノールに加

工される。この場合、砂糖を生産するか、エタノールを製造するかは、採算によって決ま

る。つまり採算本位である。ちなみに 1トンの砂糖キビを絞ると約 150キロの搾汁が得ら

れる。この150キロの搾汁から100キロの粗糖（Crude Sugar）と50キロの糖蜜（Molasses）

が得られる。砂糖キビの生産量に 0.1を掛ければ粗糖の生産高を、また 0.05を掛ければ糖

蜜の生産高を簡単に計算することができる。 

 

砂糖キビの収穫量は 1エーカー当たり 40トンである。この 40トンから 610ガロンのエ

タノールが生産される。一方、トウモロコシの収穫量は 1エーカー当たり 150ブッシェル。

この 150ブッシェルから 408ガロンのエタノールが製造される。1エーカー当たりのエタ

ノール生産高を比べると、砂糖キビはトウモロコシの 1.5 倍もある。ついでにいえば、ブ

ラジルのエタノールの生産コストはガロン当たり 1.6 ドルである（為替レートを US1.00

＝伯レアル 1.65として計算）。 

 

ブラジル国営食糧供給公社（CONAB）の発表によれば、2006/07販売年度（06年 5月

～07年 4月）の砂糖キビの生産高は 4億 2800万トンであった。砂糖の生産高は 3000万

トン、エタノールの生産高は 176億リットルであった。砂糖輸出は 2060万トン、エタノ

ール輸出は前年（暦年）と同じ 26億リットルであった。08/09年度も砂糖キビの生産は増

加する見込みである。粗糖生産は頭打ちだが、エタノール生産が伸びるからだ。同年度の

粗糖とエタノールの砂糖キビ使用比率は、それどれ 42％と 58%である。前年度の 45.5% と

54.5%に比べ、エタノール向け使用が増えていることがわかる19。 

  

４） ブラジル政府のエタノール普及計画 

 世界の砂糖市場とエタノール市場には密接な関係がある。砂糖キビの半分以上がエタノ

                                                  
19 USDA, op. cit., p.5. 
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ール生産に向けられているからである。エタノールの製造に利用された残りが、砂糖の生

産に回されている。世界の主要砂糖生産国のうち、ブラジルは世界最大の砂糖キビ生産国

であり、同時に砂糖キビを原料とするエタノールの世界最大の生産国でもある。ブラジル

の砂糖キビの生産動向は、世界の砂糖市場とエタノール市場の両者に大きな影響を及ぼす。 

 

 ブラジル政府がエタノール市場を設立したのは 75年前の 1931年まで遡る。この年、政

府はガソリンに 5パーセントのエタノールを混合するよう燃料卸売会社に指示した。その

目的は現在では世界一の収穫高を誇る豊富なサトウキビを有効利用するためであった。し

かしエタノールの普及は容易に進まなかった。 

 

 70年代に重大な転機が訪れた。1973年 10月、第四次中東戦争をきっかけに石油危機が

勃発し、原油価格が急騰したからだ。ブラジルは原油供給を海外からの輸入に依存してい

たため、原油の高騰によって深刻な打撃を受けた。そこでブラジル政府は 75 年、国家エ

タノール計画（PROALCOOL）を策定した20。計画の主眼は原油輸入の削減にあった。70

年代半ばのブラジルは輸入原油に大きく依存していたからである。国家エタノール計画は

まず砂糖キビ生産者を苦境から救い出すために作成された。この計画の目標は砂糖キビに

対する新たな国内需要を作り出すことに置かれていた。生産者はしばしば生産過剰に直面

し、激しい価格変動にさらされていたからである。 

 

1979年、第二次石油危機が勃発したとき政府はこの計画を拡大し、大規模なエタノール

生産者に対し強力な支援を行って、生粋で安価な燃料の供給を増やそうとした。国家エタ

ノール計画に実施に当たっては２つの機関が重要な役割を果たした。１つは砂糖・アルコ

ール機関（Institute of Sugar and Alcohol=IAA）であり、他の１つはペトロブラスであっ

た。砂糖・アルコール機関は砂糖に対する生産割当とエタノールの固定価格による買付け

を通じて、砂糖とエタノールの生産ならびに輸出を統制した。ペトロブラスは独占的な国

家石油機関であり、国内のエタノールの販売と流通を規制した。政府は独立生産者に対し

一定のサトウキビ価格を保障した。80年代には、政府の包括的な投資支援計画が実施に移

された。この結果、エタノールの年間生産能力は 160億リットルを上回るまでに増強され

た。 

 

５） エタノール普及計画に対する非難 

 このような成果が上ったにもかかわらず、80年代半ばになると国家エタノール計画に対

する非難の声が上がり始めた。マクロの経済の状況悪化が非難を浴びる一因となった。

1982年、ブラジル経済危機によって外貨準備が急減していたところへ、1986年に始まっ

た原油価格の急落が重なった。エタノールの供給は不足し、需要管理も思うように進まな

                                                  
20 小泉達治『バイオエタノールと世界の食糧需給』筑波書房, 2007年, 68-69ページ. 
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かった。このため 90 年代初めに深刻な市場崩壊が起こった。消費者はエタノール燃料に

対する信頼を失ってしまった。それ以来、エタノール燃料を使用する乗用車の生産が減少

した。エタノール燃料を使用する乗用車は全体の 1%まで落ち込んだ。 

 

 ブラジル政府はこの変化を先取りし、ガソリンに 20%から 25%のエタノールを混合する

ことを決定した。しかも、砂糖とエタノール需要と供給を均衡させるため、ガイドライン

に対し 1%の増減を許容した。1997 年から 99 年にかけて、政府は計画に抜本的な修正を

加えた。97年、加水エタノール価格が統制対象から外され、自由化された。99年までに、

無水エタノール価格が自由化され、ペトロブラスに与えられていた流通独占権が取り消さ

れた。さらに、エタノール混合ガソリン生産者に給付されていた交付金も減額された。 

 

 現在ではエタノール生産に対する規制はすべて撤廃されている。政府に残された手段は

ガソリンに対するエタノールの混合比率を操作することだけである。実際の混合比率は、

粗糖とエタノールの需給関係を均衡させるため、農業省が決定する。混合比率は法律で上

限が最大 26%に制限されている（2003年 4月に混合比率は 20%に設定されたが、同年 7

月から 25%へ引き上げられている）。 

  

６） 政府によるエタノール混合比率の調整 

砂糖キビはエタノール生産にも粗糖生産にも、自由に切り替えて使うことができる。ブ

ラジル国内のエタノール価格が上昇すれば、粗糖生産に使われる砂糖キビの一部は、収入

の多いエタノール生産へ移行する。エタノールをディーゼル油に混合するというブラジル

政府のエネルギー計画が実施されれば、世界のエタノールと砂糖価格がともに上昇するこ

とが予想される。ブラジルでエタノール需要が増大すれば、その需要を満たすため生産を

増やさなければならないからである。 

 

エタノール製造に振り向けられる砂糖キビの量が増えることは、他方で砂糖の生産に使

える砂糖キビが減るとことである。ブラジルの砂糖生産が減り輸出が減少すれば、おそら

く砂糖は値上がりする。そうなるとブラジル以外の主要生産国の砂糖輸出が増える。つま

り砂糖価格の上昇は主要輸出国の利益になる。 

 

 しかし、この計画の最大の受益者はブラジルである。なぜならブラジル政府は国内の砂

糖とエタノール市場を規制することができ、また世界の砂糖とエタノール価格にも影響力

を行使できるからだ。ブラジル政府は 90 年代に、国内の砂糖とエタノール価格に対する

規制の大部分を撤廃した。このためエタノールのガソリンへの混合率の変更を除くと、市

場に対する政府規制は存在しない。しかし実際には「国家エタノール計画」にもとづく政

策手段、すなわち混合率を変更することによって、砂糖の生産と輸出の両者を規制するこ
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とできる。ブラジル政府は、間接的に、世界の砂糖価格に対し影響力を行使できるわけで

ある。ブラジルの製糖業者は砂糖キビ生産量のおよそ 22%を、砂糖とエタノール生産を調

整するために使っている。 

 

 ブラジルでは 100%エタノール単一品は、政府の規制対象外である。これは市場で自由

に取引されるからプライス・メカニズムが働き、生産量は価格によって調整される。生産

者は利益が出れば、エタノールの生産を増やして市場へ供給する。利益が出なければエタ

ノールの生産を控える。価格と利益が生産量を増減させるのである。ブラジルの乗用車の

約 40%は 100%エタノール単一品を燃料として使用している21。 

 

砂糖キビを原料とするブラジルのエタノール生産コストは、トウモロコシを原料とする

アメリカの約半分で、世界でもっとも安い。製造されるエタノールの 80%は国内で消費さ

れ、残りは輸出に回される。その輸出は 2004年の実績で約 23億リットルと世界最大であ

った。 

 

これに対し、08/09販売年度のサトウキビの栽培面積は 805万ヘクタールとなり、前年度

の 719万ヘクタールを 10.7%上回った。大豆作付面積の 2200万ヘクタールの 3分の１で

ある。ブラジルでは砂糖キビの栽培を短期間で開始できる耕地が、あと 3000 万ヘクター

ルあるといわる。砂糖キビの供給を増やすことに問題はない。 

 

７） エタノール市場の成長力 

 ブラジルのエタノール消費量は 01年から 10年までの 10年間に、年率 2.3%増大すると

予測されている。エタノール消費量はガソリンへの混合率を 25%とすれば、10 年には世

界のエタノール需要の 51.5%を占めることになる。ブラジルではガソリン需要が年率 2.7

パーセントで増加すると予測されているから、エタノール消費量もガソリンと同じペース

で増大する。一方、その他用途に使用される加水エタノールと無水エタノールの消費量は、

これとは逆に年率 0.9％減少すると見られる。ブラジルのエタノール輸出は同時期に 3.9％

拡大することが見込まれるが、国家エタノール計画の目的から判断すれば、ブラジル政府

は世界市場へ進出するより、国内需要を満たすことを優先するはずである。 

 

 エタノールはガソリンに混合して乗用車の燃料として使われるほか、ディーゼル油に混

合すれば大型車の燃料として使用することができる。ブラジルでは 70 年代末から、ディ

ーゼルエンジンの燃料をエタノール混合ディーゼル燃料で代替する研究が続けられてきた。

実験はディーゼル油に 8%のエタノールを混合した燃料が使用された（ちなみにスウェー

デンとアメリカではこれと同じ実験がブラジルに先駆けて行われていた。スウェーデンと

                                                  
21 Greg Pahl, “Biodiesel: Growing a New Energy Economy”, Chelsea Green Publishing Co., VT, USA, 2005, p.138. 
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アメリカはその実験に 15%のエタノールを混合した燃料を使用した）。 

 

ブラジル政府はディーゼル油にエタノールを混合することを義務付けてはいないが、エ

タノール需要が急増すれば、その影響は多方面に及ぶ。しかしエタノールの混合比率は法

律で最大 26%と決められている。したがって現行のエタノール計画の下ではエタノールの

消費拡大余地は限られる。エタノール消費量を増やすと同時に、砂糖市場を効果的に統制

するには、エタノールのディーゼル油との混合比率を設定する必要がある。いずれ実用技

術の評価が終了すれば、ブラジル政府は混合比率を決定するだろう。この場合、当初の混

合比率は 8%に設定される見通しである。 

 

2006年のブラジルのディーゼル油の消費量は 2620万トンと見られるから、ディーゼル

油へのエタノールの混合比率が設定されれば、エタノール消費量は前年比 15.3%増大する

だろう。さらに 10 年にはブラジルのエタノール消費量は世界のエタノール消費量の 55.5

パーセントを占めると予測されている（もっともアメリカではトウモロコシを原料とする

エタノール生産が予想をはるかに上回るペースで急増している。このため世界エタノール

消費量の 55.5%を下回る可能性もないではない）。 

 

ブラジルは 2006 年 4 月、長年の悲願であった原油自給を達成した。しかし原油価格の

高騰が続けば、大量のエタノールを安価な更新可能エネルギーとして使用し続けざるを得

ない。しかしエタノールの生産と消費を拡大することはブラジルの国益に適う。なぜなら

サトウキビ生産農家の経営を安定させ、新たな雇用を生み出し、原油依存度を低下させ、

大気の浄化にも役立つからである。 

 

砂糖キビからエタノールを精製することには、トウモロコシとは違って大きな利点があ

る。その利点とは何か。それは砂糖キビが穀物ではないことである。トウモロコシとは違

い、砂糖キビは食糧とクリーン・エネルギーとの間で深刻な争奪戦は起こらない。 

 

エタノール需要が急増しているブラジルでは現在 360余りの製糖工場が増産体制を整え

ている。ロンドンの国際砂糖機構によれば、2008 年 4 月までの 1 年間にエタノール生産

量は約 19.2%増加し、180億リットルに達する見込みである。さらにエタノールの年間消

費量は 5年間で 54%拡大し、12年には 200億リットルに届くと予測されている。ブラジ

ルにおけるエタノール市場の成長力は大きい。 

 

ついでにいえば、海外からの投資は砂糖キビに換算して 5600 万トンで、2007/08 販売

年度にブラジルで圧砕された砂糖キビの 11.5%を占めた。エタノール生産に対する海外か

らの投資は 10%（約 7億 6000万リットル）を占める。砂糖キビ圧砕における海外最大手
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はテレオス・グループ（5工場、圧砕 1200万トン）、これに、穀物メジャーの一角を占め

るルイ・ドレファス（7工場、圧砕 1150万トン）続いている22。  

 

８） バイオディーゼルへの取り組み 

ブラジルでは乗用車の燃料にエタノールを使い、トラック、バス、それに貨物自動車の

大部分は軽油（ディーゼル油）を使っている。ここでバイオディーゼル産業の現況を通観

することは、エタノール産業との異同を理解する手懸りになるだろう。 

 

 ブラジルのバイオディーゼル市場は政府が公開入札制度を通じて規制している。政府が

バイオディーゼルの入札量（生産量）を決め、それを 1年のうち一定期間、国内の燃料流

通業者に平均販売価格で引き渡している23。 

 

ブラジル政府はバイオディーゼルの普及を目的として、04年 12月、「国家バイオディー

ゼル生産利用計画」を正式にスタートさせた。この計画は更新可能エネルギーの利用拡大

と、北部・北東部の貧しい小規模農家の支援という一石二鳥の効果を上げることを狙って

いる。 

 

政府は 1975 年にも「国家エタノール計画」という同様の計画を実施している。この計

画は、前述したように、石油危機という突発的事態に遭遇したとき、エタノール消費の拡

大を目的に立案された国家プロジェクトであった。バイオディーゼル生産利用計画も、75

年と同じような原油高という状況下で導入された。 

 

2005年、ブラジル政府はバイオディーゼル法案を成立させ、植物油を原料とするバイオ

ディーゼルを石油ディーゼルに 2%混合することを認可した。2008 年には最低 2%の混合

を義務付けている。さらに 13 年には 5%の最低混合比率を義務化する。ブラジル政府は

2008 年に 2%の混合が義務付けられた場合には、バイオディーゼルの需要量は年間 10 億

リットル、13年には 24億リットルに拡大すると予測している。 

  

アメリカの穀物メジャーADM（Archer Daniels Midland）社は 2006年 7月、マトグロ

ッソ州ロンドノポリスにある自社の大豆集荷拠点に、大豆油を利用するバイオディーゼル

工場を建設することを発表した。この工場は年間 90万トンの原料大豆を処理し、18万ト

ンの大豆油を生産する計画である。ADM 社にとってブラジル最初のバイオディーゼル工

場であり、07年に操業を開始している。 

 

                                                  
22 USDA, “Brazil Bio-Fuels Annual – Biodiesel 2008”, FAS Grain Report, p.6. 
23 USDA, FAS Grain Report, op. cit., p.6. 
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2008年 8月現在、ブラジルには 56のバイオディーゼル工場があり、年間生産能力は 43

億リットルで国内需要の 5倍を越える生産能力がある。（06年 5月には、7つのバイオデ

ィーゼル工場が操業しており、年間生産能力は 9億 1000万リットルであった）。石油ディ

ーゼルとバイオディーゼルの混合が義務付けられた 08 年 1 月には、過剰能力の一部を稼

働させるため、国家エネルギー政策会議（The National Council of Energy Policy）は 08

年 7月から石油ディーゼルに 3%のバイオディーゼルを混合することを義務化した24。 

 

一般的にバイオディーゼルの価格はディーゼル油より高い。そこで政府は油脂原料の調

達する場合、生産地域や生産農家の規模などの条件によってディーゼル油に課せられる連

邦税（0.218 レアル/リットル）を 31～100%減免し、バイオディーゼルの普及促進と地域

振興を実現しようとしている。計画では北部・東北部の半乾燥地帯で小規模農家から油脂

原料を一定量購入すれば、最大の税優遇措置を受けられる仕組みになっている。 

 

ブラジル政府はバイオディーゼルの普及を加速させるため、国家石油天然ガスバイオ燃

料監督庁（ANP）によるバイオディーゼル入札制度を発足させた。05年 11月に実施され

た第一回入札会では 7000万リットルが平均価格 1.90レアル/リットルで、06年 3月に開

かれた第二回入札会では 1 億 7000 万リットルが平均価格 1.86 レアル/リットルで落札さ

れた。バイオディーゼルは、ペトロブラス（国営石油会社）などの石油精製業者に転売さ

れ市場で流通した。 

 

入札制度は2008年の混合義務化後に廃止され、バイオディーゼルはエタノールと同様、

生産者と精製流通業者による直接取引へ移行することになっている。 

 

バイオディーゼルについて、ブラジル食用油産業協会は生産コストの約 80％は原料費で

あることを公表した。バイディーゼル生産量の 80%以上は大豆油から作られるが、この分

野は大豆油の値上がりによって採算が悪化している。サンパウロ州の大豆原油平均価格は、

08年上半期はトン当たり 1791ドルで、07年通年の 956ドルの 2倍以上へ上昇した25。 

 

ブラジルは現在、世界第 2 位の大豆生産国であり年間 5900 万トンの大豆を生産してい

る。バイオディーゼルの原料である大豆の集荷については地の利に恵まれ、また消費拡大

に向けては競争優位性を発揮できる有利なポジションにある。今やブラジルは欧州連合や

アメリカと並ぶバイオ燃料先進 3地域の主要な一角を占めている。 

 

 

                                                  
24 USDA, ditto., p.5. 
25 USDA, ditto., p.7. 
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９） むすび 

ブラジルのバイオ燃料政策の基本は、（1）国内で潤沢に低価格で供給される原料を有効

利用する、（2）エネルギー自給率を向上させる、（3）輸入原油への依存度を低下させる、

ことに置かれている。ブラジルでは砂糖キビ由来のエタノールと、大豆由来のバイオディ

ーゼルが生産され、販売されている。 

 

ブラジルは砂糖キビからエタノールを生産するから、トウモロコシとは違い、不作にな

っても深刻な争奪戦は起こらない。その上、エネルギー源として砂糖キビの圧砕カスのバ

ガス（繊維分）を利用できるから生産コストが安く、石油ガソリンに対する十分な価格競

争力を持つ。この点で、トウモロコシ由来のエタノールを使用せざるを得ないアメリカに

比べ、はるかに優位な立場にある。またブラジルには手厚い優遇税制を用意する必要がな

い。エタノール需要が増加し砂糖キビを増産する必要があるときは、広大な牧草地を砂糖

キビ畑に替えればよい。このようにエタノールの生産と販売についてはブラジルのほうが、

アメリカよりずっと利点が多い。 

 

他方、アメリカは国策でトウモロコシ由来のエタノールを製造し消費している。そのト

ウモロコシ生産高は 3 億 0532 万トンである。このうち 1 億 3580 万トンが飼料として使

われ、9398万トンがエタノール、3391万トンが食品・種子・工業用、4572万トンが輸出

に回される。つまり生産高の 30.8%がエタノール生産に利用されている。トウモロコシが

不作に終わると、飼料と食糧と輸出が限られた供給をめぐって激しい争奪戦を繰り広げる

危うさをはらんでいる。 

 

はた迷惑な供給不足を回避するために、アメリカは毎年トウモロコシの増産を実現しな

ければならない。けれども、困ったことに、天候不順が起こらない保証はどこにもない。

10年に 2回は干ばつに襲われる。生産が急減すればトウモロコシは高騰し、玉突きで卵、

牛乳、鶏肉、豚肉、牛肉が値上がりする。アメリカの消費者は食料品の価格に神経質だか

ら、食料品高騰は直ちに、一般消費者の反発を招く。アメリカ政府はこのような事態を何

としても避けなければならない。 

 

アメリカでは乗用車の代替燃料にエタノールを使用することが、05年新エネルギー法で

義務付けられた。このためトウモロコシが不作になって値上がりしようと、豊作になって

値下がりしようと関係なく、設定された義務量は必ず消費される。トウモロコシの生産高

が天候に左右されることは、アメリカのエタノール政策のアキレス腱である。その上、ト

ウモロコシからエタノールを製造するから、エタノールは割高になり、石油ガソリンに対

する価格競争力がない。エタノールに競争力を持たせるには補助金を使い税金を減免する

以外に方法はないのだ。 



269 

アメリカの補助金頼みのエタノール政策は、政府が補助金を払い続けられるかぎり、遂

行可能である。しかし補助金が払えなくなれば、この政策は生命を絶たれる。ブラジルと

アメリカが同じ土俵に上り自由に競争したら、アメリカが敗北を喫することは火を見るよ

り明らかである。エタノール政策の比較基準が経済合理性、すなわち補助金なしの価格競

争力にあることは争うことのできない事実だからである。 

 

もっとも、バイディーゼルはブラジルでもアメリカでも、ともに大豆油から製造される。

生産コストには、砂糖キビ由来のエタノールとトウモロコシ由来のエタノールほどの格差

はない。もちろんネルギー政策による全面的な支援が必要になるとは思えない。両者を自 

由に競争させ、消費者に好きなほうを選んでもらえばよいのである。 

 

 

10,947 84,558 379,329 897,308 1,425,177 2,032,361 1,004,108

（出所）U.S. Department of Agriculture, GAIN Report - BR8013.
（ 注 ）1/ 2008年については1月- 5月。
　　  　ＦＦＶは2003年3月から導入された。

ブラジル：エタノールを燃料とする乗用車の国内販売台数
（100%単一品エタノール及びエタノール混合燃料対応型）

2007 2008 1/1999 2003 2004 2005 2006

 

 

 　（単位：百万リットル)
04/05年度 05/06年度 06/07年度 07/08年度 08/09年度

期初在庫 1,348.0 685.0 50.0 -135.0 -345.0

生    産 15,397.0 15,800.0 17,860.0 22,390.0 26,700.0

輸    入 0.3 0.2 3.8 0.5 2.0

総 供 給 16,745.3 16,485.2 17,913.8 22,255.5 26,357.0

国内消費 13,460.3 13,835.2 14,203.8 18,970.5 22,452.0

輸　　出 2,600.0 2,600.0 3,845.0 3,630.0 4,800.0

期末在庫 685.0 50.0 -135.0 -345.0 -895.0

総 需 要 16,745.3 16,485.2 17,913.8 22,255.5 26,357.0

（出所）U.S. Department of Agriculture, GAIN Report - BR8013.
（ 注 ）各年度は5月－翌年4月。

ブラジル産エタノール生産と需給
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３．バイオディーゼルをめぐるヨーロッパの動向 

 

１） はじめに 

バイオディーゼルは欧州連合ではトラック輸送に使われる主要なバイオ燃料であり、08

年にはバイオ燃料市場の 75%を占めた。2番目はエタノールで 20%の市場シェアを持って

いる。残りは生粋の食用油である。 

 

欧州連合ではドイツ、フランス、イタリアがバイオディーゼル商業化の御三家である。

欧州連合は域内で菜種が栽培されるだけでなく、新鋭のディーゼルエンジンを載せた乗用

車が普及している。その理由の一つは、コモンレールという新技術の導入にある。 

 

コモンレールとは、各気筒の燃料ラインを一元化してコモンレールという蓄圧室に入れ、

そこに 1000気圧から 1400気圧の超高圧をかけてから、各気筒に付けられた高圧インジジ

ェクターを通して燃料を噴射する燃料供給システムである。燃料を噴射するタイミングや

量を正確にコントロールできるので燃費が向上するし、エンジン音が静かなのも特徴であ

る。これにターボを併用すると 1 リットル当たり 70 馬力近い出力を発揮できる。これに

よって「パワーがない、かったるい」というディーゼルエンジン固有の弱点が克服された。 

 

圧縮比の高いディーゼルエンジンは本来トルクが強いが、混合気の燃焼速度が遅いため

回転が上がりにくい。これが大馬力を出せない原因だった。しかしコモンレールにターボ

技術が組み合わされたことで、年来の弱点が解決された（コモンレールはもともとフィア

ットが開発した技術であった。しかし、当時は誰もこの優れた技術を顧みなかった。そこ

でフィアットはその特許をボッシュに売ってしまった26）。 

 

ヨーロッパでは伝統的にディーゼル車の人気が高い。なぜなら燃費が優れているからで

ある。それは燃料代が安いというメリットだけではない。ヨーロッパでは日本と違ってガ

ソリンに比べて軽油が格段に安いわけではないからだ。それにもかかわらずディーゼル車

に人気があるのは、燃料消費量が少ないとガソリンエンジンよりも給油回数が少なくてす

むからである。 

 

ドイツのアウトバーンを走った経験のある人ならすぐにも分かることだが、夏のバカン

ス・シーズンになるとアウトバーンの給油所がやたらに混雑し、給油のため長時間待たさ

れる。下手をすると 1時間くらいすぐにたってしまう。ところが、燃費がよければ走行距

離が伸び、結果として平均スピードが上がるのである。 

                                                  
26 大徳寺有恒（2001）『02年上期 間違いだらけのクルマ選び』 草思社,1 8ページ. 
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05年にヨーロッパ域内で販売された乗用車の半分はディーゼル車であった。バイオディ

ーゼルの原料として域内で生産されている菜種を使えば農業振興に役立つばかりか、原油

の消費量も抑制できる。バイオディーゼルの普及はヨーロッパではいいことずくめなのだ。 

 

しかし、なぜヨーロッパがバイオディーゼルなのか。本稿ではこの点に焦点を合わせ、

原油をめぐるアメリカとヨーロッパの地政学上の相違点を絡めて、考えてみようとする。 

 

２） 欧州連合、バイオディーゼル生産における世界のリーダー 

 ヨーロッパはバイオディーゼル生産における世界のリーダーである。ドイツ、フランス、

イタリアを合わせたバイオディーゼル生産量はアメリカの 18 倍近くもある。ヨーロッパ

で商業生産されるようになったのは 1992 年。欧州連合の各国機関による支援行動に呼応

するものであった。 

 

 欧州連合には80余りの工場があり、2006年には年間450万トン（12億8250万ガロン）、

07 年には 535 万トン（15 億 2475 万ガロン）のバイオディーゼルを生産した。工場は主

にドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、スペインに立地している。ドイツは 289

万トンをわずかに上回る生産力があり、欧州連合の生産能力 535万トンの 54%を占めてい

る。次いでフランスが 90万トン、イタリアが 55万 9000トンの順位なっている。07年の

上位 3ヵ国の生産高は、欧州連合の生産高の 80%に達している。 

 

2008年の欧州連合のバイオディーゼル消費量は 670万トン（20億 0800万ガロン）と

予想されている。欧州連合加盟国の消費義務の拡大と優遇税制が梃子になって消費が拡大

した。09年、10年には消費量はさらに増加する見通しである。とくに伸び率の高いのは、

ポーランド、フランス、チェコである。しかし、ドイツは 08 年の消費量が大幅に減少す

るかもしれない。なぜなら、ドイツは優遇税制から使用義務量へと制度の変更を進めてい

るが、義務量の設定では優遇税制ほどの効果は期待できないからである。それでもなお、

ドイツは欧州連合における最大のバイオディーゼル消費国の地位を保つと予測される。 

 

10年の上位 3ヵ国にはイタリアに代わって、ベネルクスが入ってくるだろう。ベネルク

スがイタリアを上回るペースで成長することは確実と見られるからである。ベネルクスで

生産が急増する理由は、バイオディーゼル工場が大規模港や精製会社に近接していて、製

品の輸送コストが割安だからである27。 

 

 ３） バイオディーゼルの原料 

 バイオディーゼル精製におけるエステル交換工程の注目すべき特徴の１つは、それが広

                                                  
27 USDA, “EU-27 Bio-Fuels Annual 2008”, FAS Grain Report, May 30, 2008, p.27. 
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範囲の原料――植物油、使用済み植物油、動物性油脂など――をバイオディーゼルの製造

に利用できることである。その上、製造された燃料の性質にも大差はない。これらの原料

は特定の性質を持つバイオディーゼルを製造するため、個別にあるいは混合して使用する

ことができる。各地で生産され供給される原料に生産工程を適合させ、最終消費者のニー

ズに合う製品を供給する能力こそ、バイオディーゼルのもっとも有利な点である。 

 

 バイオディーゼルの原料にはトウモロコシ、大豆、ヒマワリ、油ヤシなど何百種類もの

油脂植物がある。もちろんアボカドやジュート麻もその気になれば使用可能である。ここ

ではバイオディーゼルの製造に広く使われる代表的な植物を取り上げ、単位面積当たりの

油脂生産量を概観してみよう。 

 

（1）油ヤシ（パームヤシ） 

 アフリカ原産の油ヤシは油脂植物の収量一覧表の最上位にランクされる。油ヤシからは

1ha当たり 5トン（1ha当たり 5950リットル、1エーカー当たり 635ガロン）もの油脂

が得られる。油ヤシからはパーム油とパーム核油の 2種類の油脂が抽出される。パーム油

は油ヤシ果実の果肉から抽出されるが、果肉には 45～55%の油分が含まれている。パーム

油は主に石鹸、ローソク、マーガリンの製造に利用されるほか、調理油としても使われる。 

 

他方、パーム核油は果実の中心にある殻内部の半透明の果肉から抽出され約 50%の油分

を含んでいる。パーム核油はほとんど無色で常温では固体である。アイスクリーム、マヨ

ネーズ、パン、石鹸、中性洗剤の製造に使われる。油を抽出した後に残る「ケーキ（搾り

粕）」は動物の飼料になる。 

 

 パーム油はマレーシアやインドネシアではバイオディーゼルの有力な原料である。しか

し油ヤシから圧搾抽出されるパーム油は白濁温度（バイオディーゼル油のなかに最初に蝋

の結晶が現れる温度）が低いため、低温下では単一品としては使いにくい。パーム油は油

脂収量では最上位にくるが世界の全バイオディーゼル原料の 1%を占めるだけである。 

 

（2）菜種（キャノーラ） 

 菜種は菜種油を絞るために栽培されるが、一部では香味用野菜として栽培されることも

ある。菜種は黄色の花を付ける植物で、ヨーロッパでは肉牛用の飼料としてまた菜種油の

原料として広く栽培されている。菜種はカナダではキャノーラ（改良菜種）として普及し

ている。キャノーラは別名をダブルロー（Double Low）と言い、有害物質のエルシン酸、

グルコシノレート、ミドシナーゼの含有量をコンマ以下に低減させている。このため菜種

粕を家畜飼料として使用しても甲状腺肥大などの障害は発生しない。 
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菜種は 1ha当たり 1190リットル（エーカー当たり 127ガロン）の収量がある。これは

伝統的な畑作型油糧種子のうちもっとも油脂収量が多い。絞り粕は高蛋白の家畜飼料にな

る。菜種は温暖な地域で育つため、ヨーロッパの多くの国々で栽培されるほか、中国やカ

ナダそれにロシアやインドでも栽培されている。 

 

 菜種は世界のバイオディーゼルの原料供給の 84%を占め、ヨーロッパのバイオディーゼ

ルの主要原料である。ヨーロッパのバイオディーゼル調査の大部分は菜種のメチルエステ

ルとエチルエステルを基礎にまとめられている。 

 

（3）ヒマワリ 

 ヒマワリは主に種子を採集するために栽培されている。ヒマワリは世界で二番目に重要

な食用油で、1ヘクタール当たり 952リットル（1エーカー当たり 102ガロン）の油脂が

生産される。ヒマワリ油は調理油、マーガリン、サラダドレッシング、潤滑油、石鹸、そ

れに各種のペイントやニスなどに使われる。ヒマワリの種子は生で食べたり、炒って塩を

まぶして食べたりする。また粉に挽かれることもある。（殻を取り除いた後の）絞り粕は高

蛋白の家畜飼料になる。 

 

ヒマワリは北米西部原産の主要な油糧種子であり、アメリカで改良が繰り返されてきた。

早くからヨーロッパやロシアにも導入され、現在は温帯や熱帯の多くの国々で栽培されて

いる。ヒマワリは世界のバイオディーゼル原料の 13%を占めている。 

 

（4）大豆 

大豆は世界で最も重要な油脂原料であり蛋白源である。大豆の油脂収量は 1ha 当たり

446リットル（1エーカー当たり 48ガロン）である。大豆油はサラダ油として消費される

ほか、マーガリンやショートニングの製造にも使われる。大豆油は工業用にペイント、リ

ノリューム、印刷用インク、石鹸、防虫剤、消毒薬、その他多くの製品に使われている。 

アメリカでは最も広く栽培されている作物で（2004年には 29億ブッシェルが生産され

た）、東アジアでは過去何千年にもわたって作られている。主産地は亜熱帯や熱帯地域であ

る。アメリカではバイオディーゼルはたいてい大豆油から作られる（未使用/使用済みを合

わせて）。しかし大豆それ自体は植物油の生産に最適とは言えない。大豆はまだ世界のバイ

オディーゼル原料の供給の 1%を担っているに過ぎない。 

バイオディーゼルの原料調達で重要なことは、適地適作の原則にかなう油脂植物を大量

かつ安価に、そして安定的に入手することにつきる。これに内陸輸送費の低減を考慮し地

元や近隣地域から原料を買い付けるという条件が加われば鬼に金棒である。バイオディー

ゼルもエタノールと同じく化石燃料との価格競争にさらされている。生産コストから見て

バイオ燃料はつねに不利な状況に置かれている。そこで原料を安く購入することができれ
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ば、精製マージンが向上し価格競争力の強化に裨益するところ大である28。 

 

４）共通農業政策 

1992 年、欧州連合の共通農業政策（CAP）にいくつかの変更が加えられ、これがバイ

オディーゼル産業に劇的な影響を与えた。穀物やその他の作物の生産過剰が深刻な問題に

なり新しい減反政策が導入されたため、欧州連合の農家は耕作地の 10%には食糧や飼料作

物を栽培することが禁止された。半面、減反中の耕作地では「工業用」の菜種、ヒマワリ、

それに大豆を栽培することが認められた。この規定の下で、バイオディーゼルの原料

（feedstock）を生産することが農家の選択肢の一つになり、翌年初めからバイオディーゼ

ル生産が急増した。 

 

1992年、ドイツでは 5000トンのバイオディーゼルが生産されたが、フランスでは実質

上生産はゼロであった。ところが翌年になるとドイツの生産は倍増して 1 万トンになり、

フランスの生産は一気に 2万トンに急増した。需要の拡大にともないヨーロッパ各地では

工場が次々に建設された。94 年には、ドイツのリールに年産 8 万トンの工場が、また 96

年にはフランスのルーエンに年産 12 万トンの工場が建設されたほか、スウェーデンやそ

の他の国でも工場が建設された。 

 

 新たな加盟承認国（たいていは中央ヨーロッパや東ヨーロッパ諸国）が加わって誕生し

た拡大欧州連合 25 カ国では、減反の対象になる耕作地が現在の 700 万 ha（1730 万エー

カー）から 1200 万 ha（2960 万エーカー）へ拡大することが考えられ、バイオ燃料の原

料生産が急増する可能性がある。欧州連合の新しい加盟承認国の多くは食糧作物の過剰生

産を抑制する目的で農地の一部に菜種やヒマワリのような更新可能エネルギーの原料作物

を作付けすることに興味を持っているし、休閑地から多少の臨時収入を得ることができる

から一石二鳥である。 

 とはいえヨーロッパ諸国がバイオディーゼルの原料をすべて未使用の植物油糧作物に依

存しているわけではない。なぜなら使用済み食用油（廃油）がますます重要な役割を担う

ようになっているからである。使用済み食用油 100%を原料として、最初の本格的な商業

生産が開始されたのは、1994年オーストリアのムレックであった。その後、98年から 99

年にかけてバイオディーゼル市場では使用済み食用油（廃油）を原料とする精製分野で目

覚しい成長が見られた。 

 

 ところが、同じ頃、工業用作物の栽培に供されていた減反面積が 10%から 5%に削減さ

れたため、油糧種子の価格が高騰するいっぽう、石油ディーゼル価格が記録的な安値に沈

んだ。これによって多数の精製会社が巨額の損失を被った。精製会社にとって低価格の原

                                                  
28 G. Pahl, op. cit., pp.46-51. 
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料を確保することが急務となった。これらの精製会社は自分たちの求める原料が使用済み

食用油であることに気が付いた。使用済み食用油の供給には限界があるが、それでも多く

の精製業者にとって比較的安価な原料供給源になっている。 

 

 1999 年初めから 2002 年末まで国際市場では食用油の値下がりが続いた。しかし逆に、

石油ディーゼルは比較的高値で推移したため、とくにドイツでバイオディーゼル工場の建

設ラッシュが起こった。ドイツでは工場数が 2倍に増えた。多数の工場新設計画が承認さ

れ、2000年には生産能力が著しく増大した。ドイツのバイオディーゼル生産は 99年の 13

万トンから 02年には 50万トンへと 4倍近く増加した。生産増大の大半は旧東ドイツで達

成された。ところが 04 年までに国際市場で植物油が再び値上がりし、ドイツのバイオデ

ィーゼル生産能力が需要を大幅に上回ったことも手伝って、業界は採算悪化に陥った。 

 

 この点について欧州バイオディーゼル協会事務総長のラファエロ・ガラファロは言う。

「ヨーロッパにおける最近の植物油価格の高騰はバイオディーゼル精製業者にとって由々

しい問題である。なぜならこの値上がりがバイオディーゼル振興に力を入れている加盟各

国における新法制定と時を同じくして起こっているからだ。われわれが右足を一歩前へ踏

み出そうとしているのに、左足は後ろに止められたまま。これでは両足の間隔は広がるば

かで、ひどい股裂き状態になる。弱り目に祟り目とはこのことである29」と。 

 

５) 生産面の問題 

 一般にバイオディーゼルの直接生産コストのうち約 70%は原料代である。したがって植

物油の生産コストに影響を与える要因が、植物油から精製されるバイオディーゼルの価格

をも大きく左右する。植物油価格は国際市場で決められ、バイオディーゼル精製業者がコ

ントロールすることはできない。国際市場における避けることのできない価格変動によっ

てバイオディーゼル業界は、たとえば 1997 年～98 年にかけて、あるいは 04 年のような

植物油の高騰期には、厳しい困難にさらされた。しかし 2000 年 8 月には史上初めて世界

市場で原油価格が植物油価格を上回った。このような現象は原油の供給が減少し需要の増

大が続くため、将来もっと頻繁に発生すると考えられる。 

 

 国際商品市場での価格変動にもかかわらず、バイオディーゼルと石油ディーゼルの生産

コストの間には歴史的な格差があり、バイオディーゼルは長い間価格面で不利な状況に置

かれてきた。例えば 01 年のバイオディーゼルの生産コストは 1000 リットル当たり 500

ユーロであった。これに対して石油ディーゼルのコストは 200ユーロないし 250ユーロと

バイオディーゼルの 2分の 1以下であった。このような大幅な価格差は当分の間続くと見

られる。そしてこの価格差こそバイオディーゼルと石油ディーゼルを市場で同じ条件で競

                                                  
29 G. Pahl, op. cit., p.86. 
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争させるための種々の租税政策（例えば、優遇税制など）の理論的な根拠になっている。

つまり、たいていの政策は燃料税の減免のような政府の租税戦略に関係している。 

 

 最近はバイオディーゼル精製業者も市場環境の変化に対し、一定の適応力を発揮するよ

うになった。ヨーロッパで行われたバイオディーゼルに関する調査は、当初は菜種のメチ

ルエステルに焦点が合わされていた。しかし、その後、使用済み植物油に焦点が合わされ

るようになった。それ以降、多くの研究と潜在的な原料の発掘が行われ、良質のバイオデ

ィーゼルは多様な原料や混合原料からも精製できることが明らかになった。この研究成果

は近代的なバイオディーゼル生産設備の長足の進歩のきっかけとなっただけでなく、安上

がりな原料や混合原料の利点を引き出す要因となった。 

 

 バイオディーゼル工場を操業して利益を上げるためのもう一つの重要な要因はイールド

（精製歩留まり）である。初期の工場の大部分はエステル交換工程からのイールドは 85～

95%であった。注意しなければならないことは、イールドが 10%低下しただけで利益が

25%も減少してしまうという事実である。しかし新鋭のバイオディーゼル工場では植物油

に含まれるすべての不飽和脂肪酸とトリグルセリドを変換し 100%イールドを達成してい

る。 

 

 その他の問題点は副産物にある。バイオディーゼル工場ではエステル交換工程から併産

品としておよそ 10%のグリセリンが作り出されるが、このグリセリンの販売価格が工場の

利益率を大きく左右するからである。現在の世界のグリセリン需要は年間 95 万トンであ

る。このニッチ市場は供給過剰にとくに敏感である。世界グリセリン市場は欧州連合のバ

イオディーゼル生産拡大によってもたらされた約 10 万トンの供給増を、深刻な価格下落

を招くことなく吸収できた。しかし、さらに供給が増加すればグリセリン商品の価格急落

を引き起こすきっかけになるかもしれない。 

 

６) 欧州バイオディーゼル委員会 

 1997 年、成長を遂げている産業の象徴として欧州バイオディーゼル委員会（EBB = 

European Biodiesel Board）が設立された。EBBは欧州連合におけるバイオディーゼルの

利用拡大を目指す非営利組織で、業界団体として加盟企業の代弁者の役割を果たしている。

EBBはベルギーのブリュッセルに本部があり、多面的な活動を通じて透明性の高い非政府

組織として欧州連合諸機関の信頼を獲得している。委員会が設立されてからまだ日は浅い

が、EBB事務総長のラファエロ・ガロファロの言葉を借りれば、「1990年代の初め、バイ

オディーゼルはエネルギー産業の部外者に過ぎず、必ずしも十分に認知されてはいなかっ

た。しかし今日では年間生産高も 140万トンに達し、バイオディーゼル産業も欧州連合に

確固とした地歩を築いている。これに加えて大規模な多国籍企業も会員として協会に加わ
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っている。これはわれわれの努力の賜物である」とのことだ30。 

 

７) 条例と法律 

ヨーロッパではバイオディーゼルを規制する法的枠組みは 80 年代以降徐々に整備され

てきた。多くの国々では（欧州連合が発足した後でさえ）法的枠組みはそれぞれ別個の進

路をたどって整えられた。オーストリアは 1991 年に最初のバイオディーゼル基本法を制

定した。次いで 1993 年にフランスとイタリアが、94 年にはチェコが、さらに 97 年にド

イツがこれら諸国のうちもっとも詳細な内容を持つ基本法を制定した。これら諸国の基本

法は多数のディーゼル自動車製造会社に対しバイオディーゼルの利用に関する正当な根拠

を与えるものであり、その結果、自動車燃料としてのバイオディーゼル需要が増大した。  

 

  しかし、バイオディーゼルの消費拡大を加速させたのは何より京都議定書である。97年

に調印されたこの議定書によって、欧州連合は 2008年から 12年までの目標期間内に、温

暖化ガスの排出量を 90年水準から 8%削減することを義務付けられた。ところが欧州委員

会がバイオ燃料振興の指令を発表したのは 2003 年 5 月になってからであった。この指令

はバイオ燃料の市場シェアを 05年に 2%、2010年に 5.75%へ向上させることを要求して

いる。この指令の想定目標は京都議定書に対応し、輸送分野における温暖化ガスの排出量

を削減する必要にもとづく。さらに欧州連合の輸入原油に対する依存度を引き下げ、エネ

ルギーの供給安定に貢献する。この指令の有意義な点は（他にも数ある中で）公共輸送と

タクシーがバイオ燃料を幅広く利用することにある31。 

 

 全般に、この指令は拡大欧州連合の新しい加盟国におけるバイオディーゼルの原料供給

源を多様化させるはずである。欧州連合加盟国の大部分では、相当な努力が必要になると

しても、これらの目標は現実的であり、達成可能と考えられる。フランスの環境エネルギ

ー管理庁は 10 年目標を達成するには欧州連合での工業用菜種の作付けを現在の 300 万は

（740万エーカー）から 800万は（1980万エーカー）へ増やす必要があると予測している。

この指令は生産よりむしろ販売に主眼が置かれているから、加盟国のうち一カ国でも国内

需要に見合う供給がなされないときは、不足分は輸入で補えばよい。 

 石油ディーゼルに比べてバイオディーゼルは一貫して生産コストが高いため、ヨーロッ

パでバイオディーゼル産業を発展させるには燃料税制が重要な役割を果たすことになる。

しかし、比較的最近まで税制に関する決定は一国単位でなされてきた。ドイツやフランス、

イタリア、スウェーデン、オーストリアそれにチェコはすべて、何らかの形でバイオディ

ーゼルに対する税控除制度が設けられている。これらの国々以外にもデンマーク、フィン

ランド、オランダ、ノルウェーにはさまざまな種類の「炭素税（carbon taxes）」を課す仕

                                                  
30 G. Pahl, op. cit., p.88. 
31 G. Pahl, op. cit., p.89. 
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組みがあり、化石燃料の消費を漸減させると同時に更新可能燃料の利用を奨励する政策が

採られている。しかし、個々の法律の寄せ集めでは、官僚主義の壁に阻まれて多国間の利

害調整がむずかしく、したがって国によって実際の課税水準にばらつきが出てしまう。こ

のように複雑な問題を全ヨーロッパ共通の基準を定めて解決するという試みは長年にわた

る目標であった。 

 

 ところが一見不可能と見えた作業も、2003年の欧州連合エネルギー税制指令によってと

うとう達成された。90年代の終わりから、欧州連合は全加盟国共通のエネルギー税制戦略

の立案に努めてきた。共通エネルギー税制の開始を遅らせようとする、とくにイギリス側

の積年の論争やさまざまな試みの後、欧州国務大臣会議は 2003年 10月 27日、ついに新

エネルギー税制指令を満場一致で採択した。この指令ではバイオディーゼルとバイオ燃料

に対する税控除の原則が定められた。第 16条で加盟国は 04年からの 6年間、欧州連合域

内で販売されるすべてのバイオ燃料は、単一品であろうと混合物であろうと、免税あるい

は低率の消費税の適用対象とすることが認められたのである。  

 

 ８） ドイツ、ヨーロッパのリーダー 

 2005年、欧州連合では 390万トンのバイオ燃料が生産された。バイオ燃料の生産は 04

年に比べて 65.8%増加した。内訳は、主力のバイオディーゼルが 318万トン、エタノール

が 72 万トンであった。バイオディーゼルは欧州連合におけるバイオ燃料総生産高の 5 分

の 4を占めるが、これが前年比 64.7%も増加した。他方、エタノールは 70.8%もの急増ぶ

りであった。 

 

 ドイツは 2005 年も 166.9 万トンのバイオディーゼルを生産し、欧州連合最大のバイオ

ディーゼル生産国の地位を堅持した。ドイツのバイオディーゼルの生産は前年より 63.4

万トン、61.3%増大したが、ドイツ一国で欧州連合のバイオディーゼル総生産量の半分以

上（52.4%）を生産している。 

 ドイツ市場が目覚しい成長を遂げている理由は、第１に、原油価格の高騰によってバイ

オディーゼルの価格競争力が高まっている、第２に、環境問題を解決する一助として温暖

化ガスの排出量を削減する必要がある、第３に、バイオ燃料に対する税金を免除する特別

措置がとられている、からである。 

 

 ドイツは租税政策によって、バイオ燃料に対する課税は、単一品であれ、混合物であれ、

全額免除されていた。しかし 2006年 8月 1日からは再びバイオディーゼルに課税される

ように改められた。単一品の利用には 1 リットル当たり 0.10 ユーロの、混合品には 0.15

ユーロの税金が課税されている。ドイツ政府はこの課税措置について石油製品の需要急増

を抑制するためであると説明している。一方、ドイツ政府は石油会社に対しバイオ燃料の
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販売比率を 5.75%まで引き上げるよう要請している。 

 

９） フランス  

フランスの 2005 年のバイオディーゼル生産量は 49.2 万トンで、前年の 34.8 万トンか

ら 14.4万トン、41.4%増加した。フランスは意欲的なバイオ燃料振興計画を策定した。そ

れによると 08年までに欧州連合指令で定められた目標を達成し、10年には混合率を 7.0%

に引き上げ、さらに 15年には混合率を 10.0%に引き上げる計画である。 

 

2008年の到達目標を達成するため、フランス政府はバイオディーゼル 133.5万トン、（こ

れに加えてバイオエタノール 38 万トン）の生産者入札を開始することを EU 官報に記載

した。また 08年末には 10年の目標達成のため、バイオディーゼル 95万トン（それに 15

万トンのエタノール）の新規入札を行う予定になっている。 

 

2006年にはバイオ燃料に課される石油生産税の減税措置が変更され、バイオディーゼル

については 1ヘクトリットル当たり 25ユーロ（05年は 33ユーロ）に、ETBTに変換さ

れるエタノールについては 33ユーロ（05年は 38ユーロ）に訂正されることになった。 

 

さらに石油とディーゼル油に課せられる公害事業総合課税（general tax on polluting 

activities = TGAP）が変更され、06年の税率は 1.75%に設定された。それ以降、税率は

毎年段階的に引き上げられ 07年 3.5%、08年 5.75%、09年には 6.25%、10年には 7.0%

とされることが決まっている。 

   

10) イタリア 

 ドイツとフランスはヨーロッパのバイオディーゼル産業の 2大プレーヤーだが、例えば、

イタリア、オーストリア、チェコ、スロバキアなどの国々も、バイオディーゼル産業の発

展と成長に重要な役割を果たしている。 

 

 イタリアではバイオディーゼル生産認可量が 30 万トンから 20 万トンへ削減されたが、

生産量そのものに影響はなかった。なぜなら生産超過分を輸出に回しているからである。

イタリアの05年のエタノール生産は39.6万トンで、前年の32万トンから7万6000トン、

23.8%増加した。イタリア政府は 05 年末に、翌 06 年度の生産認可量 20 万トンに対する

生産者入札を開始することを決定した。 

 

欧州連合新加盟国のなかではチェコとポーランドがバイオディーゼル生産国として台頭

し、それぞれ 13.3万トン、10万トンを製造した。  
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11） バイオエタノール 

バイオエタノールは欧州連合における 2番目のバイオ燃料であり、バイオ燃料生産量の

18.5%を占めている。エタノール生産に使われる原料は主に小麦とライ麦である。小麦か

らは 1ブッシェル当たり 2.75～2.8ガロンのエタノールが精製される。精製歩留まりはト

ウモロコシと比べても遜色なく、小麦の大生産国である欧州連合にとって将来有望な原料

であることは間違いない。 

 

欧州連合にはフランス、イタリア、スペイン、ドイツのようなワイン生産国が加盟して

いる。欧州連合ではワインからもエタノールが製造される。エタノールに変換されるワイ

ンアルコールの売買は域内ワイン管理の枠組みの中で行われている（欧州連合では一国で

生産されたワインアルコールが、別の国でエタノールに変換され、それ以外の三国で販売

されることもあるからだ）。 

 

欧州連合における 05 年のエタノール生産は 72.1 万トンで、前年の 42.3 万トンに比べ

29.9 万トン、70.8%増加した。ちなみにワインアルコールからのエタノール生産は 18.1

万トンで前年比 108%と倍増している。 

 

国別に見るとスペインの生産が最も多く 24万トン。次いでスウェーデンが 13万トン、 

ドイツが 12 万トン、フランスが 10 万トンで続いている。05 年にはハンガリーやリトア

ニア、それにチェコなどの新しい生産国が参入したことも生産増加に繋がっている。 

 

欧州連合ではバイオ燃料は普及初期の急成長の段階にあるが、その生産量は依然として

ごく限られている。しかし、バイオ燃料の供給が化石燃料の 5%を突破し、10%を上回り、

さらに 15%へ達することになれば、ガソリンや軽油の代替燃料として化石燃料の価格にも

影響を与えるはずである。もともと欧州連合ではディーゼルエンジンを搭載した乗用車の

普及率が高く、その上、環境保護に対する関心も強い。化石燃料の価格が暴落でもしない

限り、今後 10年ないし 20年にわたってバイオディーゼル生産が拡大を続けることは間違

いなさそうである。 

 

12） むすび 

欧州連合はバイオ燃料の使用拡大に熱心だが、その政策は柔軟に実施されている。そこ

にはアメリカに見られるような強引さはない。なぜなのか。３つの要因が考えられる。第

１の要因は、原油に対する地政学上の見解の相違である。第２は、原油価格の安定である。

第３は、原油使用量の抑制による二酸化炭素の削減、である。 

 

欧州連合は原油市場が、本質的に、地政学とは無関係であることを理解している。その
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理由は原油が国際商品の中でもっとも流動性が高く、原油を輸送するタンカーの運賃も 30

万トンから 50 万トン級の大型船を使えばかなり割安になるからである。その上、原油取

引はスポット取引が大半で、産油国は 70 カ国以上もある（国際原油市場のハーフィンダ

ール指数は 500前後で、完全競争市場に近い）。 

 

したがって、世界のどこに位置していようと、どの地域からの輸入に頼ろうと、安全保

障の点で有意な差はない。中東湾岸唯一の出入り口であるホルムズ海峡の航行の安全を確

保することが重要な課題だが、それでも過去 60年間深刻な問題は発生していない32。 

 

欧州連合は原油を自給できないため、中東産の原油に依存せざるをえない（日本より依

存度は低い）。とはいえ、原油の国際市場における高い流動性を理解している。したがって、

原油の自給とか供給国の多様化などの政治的案件には関心がない。その関心はむしろ、万

が一の緊急事態に備える石油備蓄とその運用に向けられている。 

 

欧州連合にとってエネルギー安全保障とは、たいていの場合、ロシアからのパイプライ

ンによる天然ガスの安定輸入を意味している。原油への関心はもっぱら、中東の政治を安

定させて原油価格の暴騰を防ぎ、石油使用量を削減して二酸化炭素の排出を抑制すること

に向けられているといってよい。 

 

これに対して、石油中毒に罹っているアメリカは、石油産業発祥の地であり、60年代ま

で原油の自給体制が維持できたことへのノスタルジアから、輸入原油とくに中東産油国か

らの輸入を減らし、エネルギー自給体制を復活させることが主要な政治的テーマになって

いる。このことは石油専門家の間ではほとんど無意味なテーマと考えられているが、政治

家やジャーナリスト、それに軍事専門家などの認識は正反対である。かれらは旧い地政学

の迷妄にとらわれている33。  

 

この点については、オバマ新大統領もブッシュ前大統領との間に大きな違いは見られな

い。いずれにしても、アメリカの中東産原油に対する依存度は、欧、中、日に比べて著し

く低く、石油消費量の 2割にも満たない。その大半はサウジアラビアが政治的な思惑から

値引きをしてアメリカに押し込んだものである。実際には、アメリカの依存度は、数%で

すむはずである。 

 

原油市場はすでに世界市場として完全に一体化している。このため「火薬庫」の中東で

一朝事があり価格が暴騰すれば、アメリカ国内の原油価格も連動して暴騰する。そこで歴

                                                  
32 石井彰（2007）『石油 もう一つの危機』日経 BP社, 9ページ. 
33 同書, 19-20ページ. 
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代政権は中東の政治的、軍事的安全保障に深くコミットせざるを得ない。これに加えて、

アメリカ国内ではイスラエル・ロビーの影響力（＝政治力）が強いので、イスラエルの敵

である「アラブやイランの影響下にある輸入原油に頼るな」という政治的スローガンが、

アメリカの政治状況を左右するのだ。 

 

欧州連合とアメリカでは原油市場に対する関係と理解がまったく違う。これがバイオ燃

料に対する両者の政策を規定している。 

 

 

 　　　　（単位：千トン)
年 2004 2005 2006 予測 2007 予測 2008 予測 2009 予測 2010 予測

ＥＵバイオディーゼル生産量 1,933 3,184 3,980 4,975 6,219 7,773 9,717

菜種油原料 1,739.7 2,865.6 2,786 2,985 3,109 3,887 4,858

パーム原油原料 - 800 1,100 1,500 2,100 2,400 3,100

他の原料 193 318 1,194 1,990 3,109 3,887 4,858

（出所）European Biodiesel Board, ABN AMRO forecasts.

欧州連合バイオディーゼル市場

 

 

 　　　　（単位：千トン)
年 2006 2007 概算 2008 概算 2009 予測 2010 予測

　ドイツ 340 310 250 200 200

　スペイン 320 275 25 25 0

　フランス 200 300 500 600 700

　ポーランド 130 100 250 320 370

　スウェーデン 60 70 70 80 80

　イギリス 0 20 150 275 400

　ベネルクス 0 0 100 250 600

　その他 200 275 355 250 300

　計 1,250 1,350 1,700 2,000 2,650

（出所）U.S. Department of Agriculture, GAIN Report - E48063.

欧州連合（主要国）バイオエタノール生産

 

 

 　　　　（単位：千トン)
年 2006 2007 概算 2008 概算 2009 予測 2010 予測

生    産 1,250 1,350 1,700 2,000 2,640

輸    入 250 785 1,000 1,250 1,400

輸　　出 30 35 50 50 40

消　　費 1,470 2,100 2,650 3,200 4,000

（出所）U.S. Department of Agriculture, GAIN Report - E48063.

欧州連合27カ国のバイオエタノール需給
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 　　　　（単位：千トン)

年

　オーストリア 485 25 32 57 85 123 267

　ベルギー 665 1 25 166

　ブルガリア 215 4 9

　キプロス 6 1 1 1

　チェコ 203 60 133 107 61

　デンマーク 140 10 40 70 71 80 85

　エストニア 135 7 1 0

　フィンランド 170 0 39

　フランス 1,980 366 357 348 492 743 872

　ドイツ 5,302 450 715 1,035 1,669 2,662 2,890

　ギリシャ 565 3 42 100

　ハンガリー 186 0 7

　アイルランド 80 4 3

　イタリア 1,566 25 273 320 396 447 363

　ラトビア 130 5 7 9

　リトアニア 147 5 7 10 26

　ルクセンブルグ 0 0 0

　マルタ 8 2 2 1

　オランダ 571 18 85

　ポーランド 450 100 116 80

　ポルトガル 406 1 91 175

　ルーマニア 111 10 36

　スロバキア 206 15 78 82 46

　スロベニア 67 11 11

　スペイン 1,267 6 13 73 99 168

　スウェーデン 212 1 1 1.4 1 13 63

　イギリス 726 3 9 9 51 192 150

　計 16,000 1,065 1,434 1,933.4 3,184 4,890 5,713

（出所）EU FAS posts.

生　　　　産　　　　実　　　　績生産能力

欧州連合バイオエタノール生産　2008年7月1日現在

2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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４．バイオディーゼルをめぐるマレーシア、インドネシアの動向 

 

１） はじめに 

世界パーム油需要は過去 20 年間に大幅に増加した。パーム油は比較的安価な食用油で

あり、多用途に使われている。パーム油は食用油として、製パン用油脂として、消費者向

け製品（マーガリン、石鹸、蝋燭）として、最近ではバイオディーゼルの原料としても使

われるようになった。 

 

原油の輸入依存度の高い東南アジア諸国では、原油価格高騰の影響を軽減するため、代

替エネルギーであるバイオ燃料の製造を本格化させている。域内で豊富に生産されるパー

ム油やサトウキビやタピオカ（キャッサバ）を有効利用できるからである。バイオ燃料の

消費拡大が定着すれば、化石燃料の節約になるだけでなく、温暖化ガスの排出削減も実現

するから一石二鳥である。 

 

バイオディーゼルは植物油から精製される。これを軽油に混合すればディーゼルエンジ

ンを搭載している乗用車、バス、トラックを走らせることができる。とくに世界一のパー

ム油生産国のマレーシアと、世界第二位の生産国であるインドネシアは、両国合計で世界

のパーム油生産の約 80%を占める。マレーシアは近く軽油にバイオディーゼル燃料を 5%

程度混合して市場で流通させることを計画している。これによって年間約 50 万トンの軽

油が節約されるという。 

 

インドネシアでは地元財閥のシナルマス・グループと中国の大手投資会社中国中信集団

（CITIC）が近く約 5億ドルを投資してパーム・プランテーションを拡張しバイオディーゼ

ルの供給基地にする計画である。パーム油生産量はインドネシア全体の 10%を上回り、年

間 150万トンに達する見込みで、国内最大のパーム油生産者になる34。 

 

マレーシアとインドネシアがパーム油を原料にバイオディーゼルを生産することは、低

廉な供給原料という視点から見れば、正しい選択である。しかし、パーム農園を開くため

に貴重な熱帯雨林を伐採することは、地球温暖化に悪影響を与えることはないのか、また

国土開発と環境保全の間で齟齬が発生する懼れ.はないのか。さまざまな疑問が湧いてくる。 

 

それだけではない。パーム油から生産されるバイオディーゼルの価格面でのベンチマー

ク（比較基準）はニューヨーク原油市場の原油（WTI）である。その原油が 1バーレル 30

ドル台へ突入した今も、パーム油由来のバイオディーゼルは価格競争力を維持できるだろ

                                                  
34 『日本経済新聞』2006年 5月 8日. 
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うか。これらの疑問点に対する解答を探してみることにする。 

 

２） マレーシアのパーム油 

バイオディーゼルの原料としてパーム油はきわめて有望である。05年の世界パーム油生

産は 3500万トン、うちマレーシアは 1548万トン、インドネシアは 1590万トンであった。

世界のパーム油生産の 90%がマレーシアとインドネシア 2国に集中している。 

  

第二次大戦後、マレーシア農業を支えてきたゴム園が、採算悪化からパーム農園に切り

替わり始めたのは 70年代のことであった。ちなみに、1970年のマレーシアのパーム油生

産は 43万トン、75年は 126万トン、パーム油産業が第一次黄金時代を迎えた 80年には

233万トンであった。それから 25年後の 2005年、生産は 1548万トンへ増大した。ちな

みにマレーシアのパーム農園総面積は 338万ヘクタール（04年）であった。 

 

パーム油の原料であるパームヤシは西アフリカ原産で、熱帯雨林の高温・多雨の気候で

よく育つ。果実はパームヤシの木になる。パーム果実の大きさは親指の頭大だが、それが

数千粒集まってスイカくらいの大きさの房になっている。この房を棒の先に平らな刃の付

いた槍状のカッターで切り落とす。この房を拾い集め農園内や農園周辺の搾油施設へ運び

込む。そこで房を蒸しパーム油を絞る。パーム果実には平均して 49 パーセントの油分が

含まれている。パーム果実は切り落としてから 24 時間以内に搾油することが望ましい。

パーム油の品質劣化を防ぐためだ。 

 

パームヤシは多年生植物で、植え付けると 3 年で実を結び、その後 20 年以上にわたっ

て実をつける。およそ 30 年で新しい木に更新される。一年生植物を毎年繰り返し栽培す

るのとは違い、多年生植物を植林すれば農園の土壌の侵食や流出を防ぐことができる。パ

ーム農園にはゴム園から切り替えられたところと、熱帯の密林を開墾し新たにパーム農園

として開かれたところがあるが、マレーシアやインドネシアのパーム農園の大部分は開墾

地に作られている。 

 

単位面積あたりの油脂収量（パーム油は 1ha 当たり 3.7 トン、大豆は 0.44 トン、菜種

は 0.65トン）から見て、パーム油はバイオディーゼル供給原料として最有力である。マレ

ーシアはパーム油の世界最大の生産国であり、輸出国である。アレーシアのパーム油産業

がバイオディーゼルの研究を進めているのは至極当然である。マレーシアパームオイル研

究機関（PORIM=the Palm-Oil Research Institute Malaysia）は、この研究の草分けであ

り、その 1万トンの小規模実験工場は研究と実地テストの推進力になっていた。 

 

パームオイル研究機関では 1987年から 90年まで、メルツェデスベンツと組み、クアラ
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ルンプール市内を走る市バスを使ってパームエステルのテストを行った。結果は満足すべ

きものであった。このほか数百台のトラックを使ったテストでも好結果を得ることができ

た。パーム油から製造されたバイオディーゼルは寒冷地では使い勝手が悪い。低温になる

と白濁、硬化しやすいからだが、比較的高温な地方では問題はなかった。 

 

すべての研究や実地テストで好結果が得られたにもかかわらず、マレーシアのバイオデ

ィーゼル産業は本格的な工業生産の規模には拡大していない。マレーシア政府高官はマレ

ーシア企業に対し海外の投資家との合弁事業、とりわけ日本の投資家との合弁事業に乗り

出すことを強く勧めている。日本はバイオディーゼルの原料供給に限りはあるが、消費市

場として大きな成長力を秘めているからである35。 

  

 

３） マレーシアのバイオディーゼル 

マレーシア政府は 2009 年 2 月から、政府機関が保有する車両に国産パーム油由来のバ

イオディーゼル燃料の使用を義務付ける。使用が義務付けられるのは軽油にパーム油由来

のバイオディーゼルを 5%混合した B-5 燃料である。B-5 燃料はすでにクアラルンプール

市役所など一部の政府機関が導入しており、利用義務付けによって、年間 50 万トンのパ

ーム油の新規需要が生まれる見通し。 

 

マレーシア政府は全国のガソリンスタンドでバイオ燃料が給油できる体制を整え、翌 10

年初めには、民間の車両も利用できるようにする計画である。10年には一般の運輸部門や

産業部門へも利用を広げるとともに、独立系発電事業者バイオ燃料の使用を要請すること

も検討している。 

 

４） インドネシアのバイオディーゼル 

深刻な大気汚染を防止するため、2004 年 1 月、ジャカルタ市当局はディーゼル油に替

えてバイオディーゼル燃料を開発する計画を発表した。ジャカルタ市はテスト用の小規模

実験工場を持つリァウ省政府と協力する。ジャカルタ環境管理庁（BPLHD）とバイオデ

ィーゼル供給者のアルターナティフ・インドネシア・エネルギー社は B5から B10までの

バイオディーゼル混合燃料を用いインドネシアの首都を走る市バス 10 台を使用して、共

同実験を行った。最初の実験は成功した。その結果、大規模で継続的な走行テストが行わ

れる運びになった。 

 

インドネシアにはバイオディーゼルの原料を供給できる 50 箇所以上の工場があると報

告されている。バイオディーゼルの導入はまだ始まっていないが、バイオディーゼル産業

                                                  
35 G. Pahl, op. cit., pp.134-135. 
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には大きな可能性がある。 

 

ウィルマー・インターナショナルのクオク・クンホン社長は 06 年 8 月、世界的な穀物

高騰が始まる直前、シンガポールで開かれたメディア・ブリーフィングの席上、「現在バイ

オディーゼルはトン当たり約 680ドルで販売されている。これに対し、パーム原油価格は

約 450ドルである。ウィルマーはパーム（原）油をトン当たり 100ドル下回るコストでバ

イオディーゼルに加工できる。これはパーム油由来のバイオディーゼルを生産すれば、少

なくてもトン当たり 130ドルのグロス・プロフィットが得られる。言い換えれば、グロス。

プロフィット・マージンは 20%か、それ以上になっているという意味である36」と述べ、

バイオディーゼル製造が利益率の高い事業であることを説明した。 

 

06年 12月 15日、中国大豆搾油大手ウィルマーはクオク・グループ傘下の PPBに買収

を提案した。これに関連して ADMは中国搾油事業のパートナーであるウィルマー・イン

ターナショナルの発行済み株式 20 パーセントを取得し、第 2 位のシェアホルダーとなっ

た。ウィルマーのクオク・クンホン会長は「パーム油は近い将来、主要な世界商品になる。

とくに中国の巨大人口と消費を支えるのに不可欠である37」と強調した。 

 

ウィルマーは次に（大豆油事業の代わりに）パーム油事業に力を入れる。食用油用途以

外にも、バイオディーゼル市場の成長力に期待できるからである。もちろんターゲットと

する市場が中国というのならわかる。しかし欧州のバイオディーゼル市場を事業視野に入

れているとしたら、もろ手を挙げて賛成することはできない。欧州連合の市場成長率が高

いとは必ずしも思えないからだ。 

 

欧州連合はこれまで、低率の輸入課徴金を適用して発展途上国に市場を開放してきた。

しかし、欧州にはグリーン・コンシャスな（エコロジー意識の高い）人々が多い。もしも

マレーシア企業が熱帯雨林を切り開いてパーム農園を増やせば、熱帯雨林の消滅に手を貸

してパーム油を欧州に輸出していると声高に非難されるだろう。パーム油を原料とする安

いバイオディーゼルが大量に市場に流入してくれば、欧州の菜種生産者も多分黙ってはい

ないだろう。悪くするとバイオディーゼル輸入に対し、シーリングが設定されるかもしれ

ない。ならば自分が勝手を知っている中国の食用油市場を目指すほうが現実的だろう。 

周知のように搾油事業は装置産業である。それゆえ市場の拡大が頭打ちになれば、業界

の再編劇が演じられるのは過去に経験した通りだろう。中国の大豆搾油事業もどうやら変

曲点に差し掛かっている。ウィルマーは事業環境の変化の兆しを嗅ぎ取り、事業の多角化

に乗り出すことが考えられる。 

                                                  
36 Straits Times, August 29, 2006. 
37 『日本経済新聞』2006年 12月 18日. 
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５） 買収によるパーム農園の大規模化 

インドネシアの代表的な華人財閥であるサリム・グループは 2007 年末パーム農園 5 位

の名門ロンドン・スマトラを買収し、津南アジア最大規模のパーム農園を保有する見通し

地なった。サリム傘下の即席麺メーカー、インドフードの子会社、インドフード・アグリ・

リソーシーズはロンドン・スマトラ株の 64.4%を取得し、100%出資の子会社とした。買

収金額は 9兆ルピア（約 100億円）と見られる。 

 

ロンドン・スマトラの作付面積は 16万 6000haで、サリム・グループの既存のパーム農

園と合わせると、総面積は 38万 7000haへ拡大し、それまで最大手であったラジャ・ガル

ーダ・マスの所有する総面積 31万 8000万 haを追い越した。 

 

サリム・グループは 2015年までにパーム油の生産量を年間 100万トン（ちなみに日本

の大豆油生産量は 63 万トン）へ引き上げる計画。サリムの重役は「この買収によって東

南アジア最大のパーム農園になる38」という。 

 

インドネシアではパーム農園の争奪戦が激化し、競争相手の華人財閥大手シナルマス・

グループや自動車最大手アストラ・グループもパーム農園事業を強化するためスマトラ島

やカリマンタン島で農園の買収や新規開発を進めている。マレーシア系の企業も参入して、

農園価格も値上がりしており、今後、パーム農園の再編が一段と加速する可能性がある。 

 

シナルマス・グループはゴールデン・アグリ・リソーシーズを通じて、インドネシア各

地に 36万ヘクタールを植林済み。39箇所の精製、加工工場を持ち食用油をインドネシア

や中国で販売している。シナルマス財閥のウィジャヤ家が株式の 40%を所有している39。 

 

シンガポールに本拠を置くウィルマー・インターナショナルはインドネシアとマレーシ

アに 50万 haのパーム農園を持ち、約 160工場を所有し、搾油、精製、消費者製品まで総

合的に展開している。パーム原油相場の高騰が中国での販売拡大に結びつき、好業績をあ

げている。ウィルマーは食用油消費とバイオディーゼルの需要拡大を見越して、作付面積

を 10年で 3倍に増やす計画に着手した。 

 

６） パーム油事業の巨大化 

パーム油事業はマレーシアでもインドネシアでも比較的新しい産業である。マレーシア

では、70 年代に老木の多くなったゴム農園の一部が、新たにパーム農園に切り替わった。

その後は、新しいパーム農園が造成され、パーム農園の総面積が拡大した。インドネシア

                                                  
38 『日本経済新聞』2007年 11月 27日. 
39 『日本経済新聞』2008年 8月 29日. 
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では大手資本によって最初から大規模のパーム農園が開発された。スマトラ島、カリマン

タン（ボルネオ）島、スラウェジ島、西パプア島などで、未開の広大な森林が切り開かれ、

パーム農園に姿を変えていった。 

 

インドネシアのパーム油の生産高は 06年にマレーシアを追い越した。06年のパーム油

生産高はインドネシアが 1590 万トンで 1 位、マレーシアが 1588 万トンで 2 位、上位 2

カ国からずっと離れて、タイ 82万トン、ナイジェリア 81万トン、コロンビアが 71万ト

ンで続いている。インドネシアの現在のパーム油の生産高（07/08年度）は 1830万トンと

見積もられている。 

 

インドネシアのパーム農園総面積は 85年が 60万 haは、01年が 300万 haであった。

06年は 607万 haと推定されている。パーム農園総面積は 20年間で約 10倍に増加してい

る。パーム農園の 45%は私企業が、43%は小規模所有者が、残り 12%は政府が所有してい

る。 

 

パーム農園の大半は少数の大企業が所有している。パーム油生産大手は生産から販売ま

で（農園からスーパーマーケットまで）垂直的に事業の統合を進め、巨大なビジネスを築

き上げている。 

 

しかし、問題もある。それはマレーシアとインドネシアにおけるバイオディーゼルの生

産が、予想に反して、伸び悩んでいることである。どうしてか。バイオディーゼル市場が

導入の初期段階にとどまり、成長段階へ移行していないからである。このためパーム油生

産大手はパーム油をバイオディーゼルの原料ではなく、食用油としての輸出を増やすこと

によって好業績をあげたのである。 

 

2007年初めから 08年夏にかけて、油糧種子の高騰と食用油の値上がりが追い風になり、

マレーシアとインドネシアのパーム油輸出が急増したが、その主要輸入国は中国、欧州連

合、アメリカ、インド、パキスタンなどであった。 

 

だが 2008 年 7 月半ばからの原油の暴落、大豆油の急落によって、パーム油需要にも陰

りが見えはじめた。たとえば、08年 3月 3日のアメリカ産大豆油の価格（期近、終値）は

トン当たり 1152.03ドルであったが、08年 12月 5日には 622.80ドルへ、529.23ドル 46% 

下落した。パーム油業界も踊り場へ差し掛かったようである。 

 

７） むすび 

バイオディーゼルの普及を促進するには、（1）石油製品に対する価格競争力がある、（2）
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大量の原料を低価格で安定して入手することができる、（3）政府がバイオディーゼルの使

用を法律で義務付ける、ことである。 

 

原油価格は世界中で生産されるバイオ燃料価格のベンチマーク（比較基準）である。原

油価格が変動すれば、その他のエネルギー価格も連動して高下する。したがって、軽油と

競合するバイオディーゼルもその影響を受ける。原油（ニューヨーク・マーカンタイル取

引所 WTI 先物）価格が急落すれば、軽油は値下がりするし、軽油が下落すればバイオデ

ィーゼルが高値を保つことはできなくなる。石油製品の価格は、ごく単純化すれば、原油

コストと精製マージンの総和だから、原油が値下がりすれば軽油は安くなり、軽油価格の

下落はバイオディーゼルの値下がりをもたらすからである。 

 

マレーシアやインドネシアはアメリカとは異なり、補助金を給付したり、優遇税制を整

備したりする財政的余裕はない。バイオディーゼルが補助金や優遇税制抜きで、軽油と競

合できなければ、その普及に弾みがつかない。マレーシアにとってもインドネシアにとっ

ても、バイオディーゼル普及計画を実施する場合には、バイオディーゼルが軽油に対し価

格競争力を持つこと、すなわち経済原則が貫かれることが前提条件である。 

 

バイオディーゼルを競争力のある価格で国内市場へ供給するには、その原料が大量に、

安く、安定的に入手できなければならない。その条件を備えているのがパーム油である。

だがパーム油を原料として製造されるバイオディーゼルは、厳冬期の北ヨーロッパでは、

低温によって粘度が上がり、固くなる（wintering）弱点がある。その問題点を解決するた

め、パーム油を菜種油と混合して使用する方法が考え出された。もちろん熱帯のマレーシ

アやインドネシアでは、このような問題は発生しない。 

 

残るは、政府が法律でバイオディーゼルの使用（混合）を義務付けることである。軽油

に対する価格競争力があるから、補助金を支出するまでもない。パーム油に対する新しい

需要が作り出される。その結果、雇用が増え、製造業の手に加工マージンが残る。バイオ

ディーゼルがマレーシアやインドネシアの経済発展に貢献することは間違いない。 

 

だが頭痛の種もある。それはパーム農園の拡張である。農園の開発がかえって熱帯雨林

の伐採と縮小を加速し、その結果、地球温暖化を深刻化させるとの不安が拭えないからで

ある。経済発展と環境保護とのジレンマである。 

 

ニューヨーク・タイムズは「欧州連合は 20 年までに、すべての乗用車の燃料の 10%を

バイオ燃料で賄うことを望んでいる。しかし一方で、環境を損なう恐れのある一部のバイ
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オ燃料の原料の輸入を禁止するかもしれない」との記事を掲載した40。また環境学者の中

にはパーム油のようなバイオ燃料は生物学的に豊潤な熱帯雨林を破壊し、伝統的な化石（発

掘）燃料を上回る CO2を排出するかもしれないという者もいる。 

 

先頃明らかになった欧州連合の法律原案によれば、欧州連合は 08 年 1 月時点で、熱帯

雨林、湿地、草原など生態系が傷つきやすい地域で栽培される作物を原料に製造されるバ

イオ燃料の使用を禁止することになっていた。この試案では欧州で使用されるバイオ燃料

には地球温暖化ガスを削減する最低限の基準を設ける必要があるとされた。法案が成立す

れば、ブラジルのセラード地域での大豆生産や、マレーシアやインドネシアのパーム油生

産に影響が出ると見られている。 

 

パーム油からバイオディーゼルを生産することは、僻地農村の貧困解消を含め、多くの

利点があるが41、熱帯雨林の減少という地球規模の環境保護については、マイナス要因も

ある。経済発展と環境問題の折り合いをつけることが、今後の重要な政策課題になること

は間違いなさそうである。 

 

 

年 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

期初在庫 1,177 1,419 1,214 1,136 1,167 1,490 1,590

生    産 10,840 11,804 11,908 13,354 13,974 15,120 15,600

輸    入 68 198 403 461 713 500 540

輸　　出 9,171 10,733 10,886 12,216 12,582 13,530 14,140

国内消費 1,495 1,474 1,501 1,568 1,782 1,990 2,160

期末在庫 1,419 1,214 1,136 1,167 1,490 1,590 1,430

（出所）Oil World.

マレーシア産パーム原油需給状況
　　　（単位：千トン)

 

 

年 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

期初在庫 795 750 980 850 920 940 960

生    産 7,050 8,080 9,370 10,600 12,350 13,600 14,900

輸    入 7 7 17 9 13 17 10

輸　　出 4,140 4,980 6,490 7,370 8,996 10,050 11,100

国内消費 2,962 2,877 3,027 3,169 3,347 3,547 3,730

期末在庫 750 980 850 920 940 960 1,040

（出所）Oil World.

インドネシア産パーム原油需給状況
　　　（単位：千トン)

 

                                                  
40 New York Times, December 4, 2008 (http://news.mongabay.com/2008/0115-biofuels.html). 
41 『日本経済新聞』2007年 3月 2日. 
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 生産コスト 471.3

 操業コスト 27.1

 営業マージン 10.7

 ガソリンスタンド手数料 22.7

 売上税 54.6

 燃料コスト 587.3

 補助金 167.9

 前払税 55.8

 小売価格 363.6

（出所）ABN AMRO forecasts.

バイオディーゼル(US$/1トン)

マレーシア産バイオディーゼルのコスト（2006年予測）

 

 

年 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

マレーシア 11,937 11,858 13,180 13,420 15,194 15,485 15,290 17,567 17,700

インドネシア 8,300 9,200 10,300 11,970 13,560 15,560 16,600 18,300 19,700

その他 4,064 4,264 4,161 4,611 4,775 4,935 5,458 5,438 5,818

世界計 24,301 25,322 27,641 30,001 33,529 35,980 37,348 41,305 43,218

（単位）1000トン.
（出所）米国農務省.

マレーシアとインドネシアのパーム油生産高

 

 

 　　　　　　　（単位：トン)
国・地域 2006 2007 前年比（トン） 前年比（％）

　中国 ／ 香港 3,643,123 3,939,497 296,374 8.14

　ＥＵ-２７ 2,599,616 2,063,226 -536,390 -20.63

　パキスタン 968,406 1,070,067 101,661 10.50

　インド 561,779 511,167 -50,612 -9.01

　米国 684,651 794,920 110,269 16.11

　北アジア*
879,390 888,443 9,053 1.03

　ASEAN 971,622 803,791 -167,831 -17.27

　バングラデシュ 438,152 154,494 -283,658 -64.74

　エジプト 211,686 184,588 -27,098 -12.80

　アラブ首長国連邦 302,738 360,509 57,771 19.08

　輸出計 14,423,168 13,746,823 -676,345 -4.69

（出所）MPOB.

（ 注 ）* 北アジアは日本、韓国、北朝鮮、台湾を含む。

マレーシア産パーム油輸出主要仕向け先

 

 

 




